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○
「
提
案
募
集
方
式
」
に
つ
い
て
、
個
々
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
意
見
を
広
く
採
り
上
げ
、
改
革
を
着

実
に
推
進
す
る
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
「
国
が
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
地
方
が
選
ぶ
地
方
分
権
」
と
し
て
評
価
。

○
各
府
省
第
1
次
回
答
で
提
案
内
容
を
実
施
と
さ
れ
た
も
の
は
１
％
未
満
で
あ
り
、
遺
憾
。
各
都
道
府
県

の
提
案
全
般
に
つ
い
て
、
提
案
の
実
現
に
向
け
て
、
積
極
的
な
検
討
を
求
め
る
。

○
こ
の
ほ
か
、
個
別
項
目
へ
の
当
会
と
し
て
の
意
見
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
。


市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
提
案
・
・
・
6
4
〈
A
-
①
5
、
B
-
①
1
7
〉
/
1
1
5
件
に
つ
い
て
移
譲
の
提
案
受
け
入
れ

～
こ
の
う
ち
1
4
件
は
勧
告
通
り
、
5
0
件
は
加
え
て
移
譲
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
も
の

国
か
ら
の
権
限
移
譲
提
案

1
6
4

/
2
8
0
件
に
つ
い
て
移
譲
を
求
め
る

地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集
に
係
る
意
見

全
国
知
事
会

H2
6.
9.
16


国
か
ら
の
権
限
移
譲
の
提
案
・
・
・
1
6
4
〈
A
-
①
9
、
B
-
①
1
8
〉
/
2
8
0
件
に
つ
い
て
移
譲
を
求
め
る

～
こ
の
う
ち
2
7
件
は
農
地
転
用
、
7
6
件
は
「
空
飛
ぶ
補
助
金
」
見
直
し
の
提
案

・
・
・
そ
の
他
は
手
挙
げ
方
式
や
社
会
実
験
に
よ
る
検
討
を
求
め
る
等


義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
の
提
案
・
・
・
2
2
0
〈
A
-
①
1
9
、
B
-
①
3
5
〉
/
2
9
3
件
に
つ
い
て
見
直
し
を
求
め
る

～
こ
の
う
ち
1
5
1
件
は
勧
告
未
実
施
分
、
3
7
件
は
勧
告
に
何
ら
か
の
理
由
で
盛
り
込
ま
れ
な

か
っ
た
も
の


そ
の
他
（
国
庫
補
助
負
担
金
の
要
件
緩
和
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
改
善
、
事
業
者
等
に
対
す
る
規

制
緩
和
等
）
の
提
案
・
・
・
3
4
〈
A
-
①
7
、
B
-
①
0
〉
/
2
0
5
件
に
つ
い
て
見
直
し
を
求
め
る

1

※
分
類
は
当
会
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
内
閣
府
の
分
類
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
件
数
は
提
案
件
数
ベ
ー
ス
だ
が
、
同
趣
旨
の
提
案
が
複
数
な
さ

れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
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市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
提
案
に
つ
い
て

○
市
町
村
と
の
役
割
分
担
の
観
点
か
ら
、
1
1
5
件
中
6
4
件
〈
A
-
①
5
件
、
B
-
①
1
7件
〉に
つ
い
て
移
譲
の
提
案

を
受
け
入
れ
。

（
主
な
例
）

・
一
部
が
国
・
都
道
府
県
道
に
な
っ
て
い
る
市
町
村
道
の
う
ち
、
国
・
都
道
府
県
道
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
に
係
る
都
市
計
画
決
定
（
都
市
計
画
法
）
・
・
・
市
町
村
【
Ａ
-
①
】

・
浄
化
槽
の
設
置
届
出
等
（
浄
化
槽
法
）
・
・
・
市
【
Ｂ
-
①
】

・
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
都
市
計
画
法
）
・
・
・
都
市
計
画
決
定
権
者

・
建
築
主
事
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
の
都
道
府
県
知
事
同
意
の
廃
止
（
建
築
基
準
法
）
・
・
・
市

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
係
る
届
出
等
（
介
護
保
険
法
）
・
・
・
中
核
市

・
勧
告
通
り
の
移
譲
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
も
の
。
・
・
・
1
4
件

・
加
え
て
、
市
町
村
と
の
役
割
分
担
の
観
点
か
ら
移
譲
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
も
の
。
・
・
・
5
0
件

2

（
主
な
例
）

・
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
の
許
可
等
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
）
・
・
・
市
町
村
【
Ａ
-
①
】

・
指
定
都
市
立
特
別
支
援
学
校
設
置
の
認
可
等
（
学
校
教
育
法
）
・
・
・
指
定
都
市
【
Ａ
-
①
】

・
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
制
度
に
係
る
認
定
等
（
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
）
・
・
・
市
町
村
【
Ａ
-
①
】

・
都
市
計
画
決
定
に
当
た
っ
て
の
都
道
府
県
知
事
同
意
の
廃
止
（
都
市
計
画
法
）
・
・
・
町
村
【
Ｂ
-
①
】

・
開
発
行
為
の
許
可
（
都
市
計
画
法
）
・
・
・
都
道
府
県
と
の
協
議
が
整
っ
た
市
町
村
【
Ｂ
-
①
】

・
緑
地
面
積
等
に
係
る
地
域
準
則
の
条
例
制
定
（
工
場
立
地
法
）
・
・
・
町
村
【
Ｂ
-
①
】

・
認
可
外
保
育
施
設
の
届
出
等
（
児
童
福
祉
法
）
・
・
・
市
町
村
【
Ｂ
-
①
】

・
一
の
指
定
都
市
の
区
域
内
の
都
市
計
画
に
係
る
都
市
計
画
基
礎
調
査
（
都
市
計
画
法
）
・
・
・
指
定
都
市

・
農
地
転
用
の
許
可
（
農
地
法
）
・
・
・
市
町
村

・
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
に
当
た
っ
て
の
都
道
府
県
知
事
同
意
の
廃
止
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
）
・
・
・
市
町
村

・
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
等
の
届
出
を
市
町
村
に
移
譲
し
た
場
合
に
お
け
る
基
準
面
積
等
の
条
例
制
定
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
）
・
・
・
市
町
村

・
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
保
連
携
型
以
外
）
の
認
定
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
）
・
・
・
指
定
都
市

・
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
（
H
A
C
C
P
)の
承
認
等
（
食
品
衛
生
法
）
・
・
・
保
健
所
設
置
市
※
手
挙
げ
方
式

・
飲
食
店
営
業
等
に
関
す
る
公
衆
衛
生
上
の
施
設
基
準
（
食
品
衛
生
法
）
・
・
・
指
定
都
市

・
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
登
録
等
（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
）
・
・
・
市
町
村

・
電
気
工
事
業
者
の
登
録
等
（
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
）
・
・
・
市
町
村

・
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
告
示
（
地
方
自
治
法
）
・
・
・
市
町
村

2



国
か
ら
の
権
限
移
譲
の
提
案
に
つ
い
て
（
１
／
２
）


農
地
転
用
（
2
7
件
）
※
う
ち
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
提
案
1
8
件

・
・
・
「
農
地
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
（
H
2
6
.8
.5
地
方
六
団
体
）
の
と
お
り
、
国
と
地
方
が
責
任
を
共
有
し
、
実
効

性
の
あ
る
農
地
の
総
量
確
保
の
仕
組
み
を
構
築
し
た
上
で
、
農
地
転
用
許
可
に
つ
い
て
は
市
町
村
が
担
う
こ

と
と
す
る
べ
き
。

○
1
6
4
件
〈
A
-
①
9
件
、
B
-
①
1
8件
〉
に
つ
い
て
国
か
ら
の
移
譲
を
求
め
る
。


無
料
職
業
紹
介
（
1
1
件
）

・
・
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
地
方
移
管
に
向
け
て
、
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
特
区
」
、
「
一
体
的
実
施
」
の
成
果
を
検
証
す
る
べ
き
。

○
特
に
移
譲
を
求
め
て
き
た
以
下
の
事
務
・
権
限
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
全
国
知
事
会
の
提
言
の
実
現

を
求
め
る
。

3

・
・
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
地
方
移
管
に
向
け
て
、
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
特
区
」
、
「
一
体
的
実
施
」
の
成
果
を
検
証
す
る
べ
き
。

・
・
・
今
月
か
ら
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
情
報
を
地
方
へ
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
地
方
の
職
員
が
国
と

同
内
容
の
情
報
を
利
用
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
地
方
が
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
法
的
位
置
づ
け

を
明
確
化
す
る
べ
き
。


地
域
交
通
（
5
件
）

・
・
・
路
線
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
等
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
事
務
・
権
限
は
都
道
府
県
に
移
譲
す
る
べ
き
。


直
轄
国
道
・
一
級
河
川
（
7
件
）

・
・
・
国
と
地
方
の
個
別
協
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
希
望
す
る
都
道
府
県
へ
の
移
譲
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

・
・
・
「
事
務
・
権
限
の
移
譲
等
に
関
す
る
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
」
（
H
2
5
.1
2
.2
0
閣
議
決
定
）
の
財
源
措
置
を
確
実

に
実
現
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
個
別
協
議
を
踏
ま
え
た
拡
充
を
含
め
、
所
要
の
法
整
備
を
行
っ
た
上
で
確
実

に
措
置
を
講
じ
る
べ
き
。

3



国
か
ら
の
権
限
移
譲
の
提
案
に
つ
い
て
（
２
／
２
）

○
い
わ
ゆ
る
「
空
飛
ぶ
補
助
金
」
関
連
提
案
7
6
件
〈
A
-
①
3
件
、
B
-①
7
件
〉 に
つ
い
て
見
直
し
を
求
め
る
。


中

小
企

業
支

援
の

ほ
か

、
農

林
水
産
業

支
援

,ま
ち

づ
く
り

、
文
化

振
興

等
、

地
域

の
振

興
に

資
す

る
も

の
は
、
地

方
自

治
体

が
実

施
す
る
事
業

と
連
携

を
図
り
、
効
果
を

最
大
限

に
発

揮
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

自
由
度
を

で
き

る
だ

け
高

め
た
上
で
、

都
道
府

県
を
実
施
主
体
に

す
る
か

、
都

道
府

県
に

交
付

す
る

こ
と

を
求

め
る
。

（
主
な
例
）

・
創
業
支
援
事
業
計
画
の
認
定
権
限
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲
（
産
業
競
争
力
強
化
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
の
認
定
権
限
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲
（
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
）
【
Ｂ
-
①
】

・
民
間
ま
ち
づ
く
り
活
動
促
進
事
業
の
財
源
・
権
限
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲
（民
間
ま
ち
づ
く
り
活
動
促
進
事
業
制
度
要
綱
）

・
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
補
助
金
に
関
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
へ
の
事
務
・
財
源
の
移
譲
（
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
）

4

○
こ
の
ほ
か
、
44
件
〈A
-①
6件
、
B
-①
11
件
〉に
つ
い
て
全
国
知
事
会
と
し
て
都
道
府
県
へ
の
移
譲
を
求
め
る
。

（
主
な
例
）

・
指
定
区
間
内
一
級
河
川
に
係
る
河
川
現
況
台
帳
の
調
製
（
河
川
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
の
許
可
等
（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
財
産
に
関
す
る
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
勧
告
、
命
令
等
（
消
費
者
安
全
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
民
有
保
安
林
（
重
要
流
域
の
1
－
3
号
）
の
指
定
解
除
（
森
林
法
）
※
手
挙
げ
方
式
【
Ｂ
-
①
】

・
水
道
事
業
（
給
水
人
口
5
万
人
超
）
の
認
可
等
（
水
道
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
林
野
庁
以
外
所
管
の
国
有
保
安
林
の
指
定
解
除
（
森
林
法
）
※
手
挙
げ
方
式

・
特
定
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
等
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
）
※
手
挙
げ
方
式

・
商
工
会
議
所
の
定
款
変
更
の
認
可
等
（
商
工
会
議
所
法
）

・
小
規
模
事
業
者
支
援
法
に
よ
る
経
営
発
達
支
援
計
画
及
び
連
携
計
画
の
認
定
等
（
小
規
模
事
業
者
支
援
法
）

・
中
小
企
業
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
に
係
る
地
域
指
定
等
（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
）

・
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
の
登
録
等
（
割
賦
販
売
法
）

・
認
証
製
造
業
者
等
へ
の
措
置
命
令
等
（
工
業
標
準
化
法
）

・
工
業
用
水
道
の
給
水
開
始
前
の
届
出
等
（
工
業
用
水
道
事
業
法
）

4



義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
の
提
案
に
つ
い
て
（
１
/２
）

○
こ
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
2
2
0
件
〈
A
-
①
1
9
件
、
B
-①
3
5件
〉
に
つ
い
て
見
直
し
を
求
め
る
。

・
勧
告
の
未
実
施
分
に
係
る
提
案
で
あ
り
、
勧
告
通
り
の
見
直
し
を
求
め
る
も
の
。
・
・
・
1
5
1
件

－
こ
の
う
ち
7
4
件
は
「
従
う
べ
き
基
準
」
関
連
、
5
5
件
は
国
の
関
与
関
連

○
こ
れ
ま
で
約
１
０
０
０
条
項
の
見
直
し
が
実
現
し
、
一
定
の
進
展
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
見
直
し
後

も
「
従
う
べ
き
基
準
」
が
多
用
さ
れ
る
な
ど
地
方
の
自
由
度
が
高
ま
っ
て
い
な
い
面
も
あ
る
。

○
こ
れ
を
踏
ま
え
、
「
従
う
べ
き
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
廃
止
し
、
又
は
参
酌
す
べ
き
基
準
化

を
進
め
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
第
２
次
・
第
３
次
勧
告
に
従
っ
て
義

務
付
け
・
枠
付
け
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
勧
告
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
義
務
付
け
・
枠
付
け
に
関
す

る
立
法
の
原
則
」
の
法
制
化
、
政
府
に
お
け
る
「
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
の
仕
組
み
」
の
確
立
を
図
る
べ
き
。

5

（
主
な
例
）

・
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
有
効
期
間
（
就
学
前
の
こ
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
）
【
Ａ
-
①
】

・
都
市
公
園
を
廃
止
で
き
る
場
合
の
要
件
（
都
市
公
園
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
保
安
施
設
事
業
施
行
地
内
等
の
民
有
保
安
林
（
重
要
流
域
の
1
－
3
号
保
安
林
を
除
く
。
）
の
指
定
解
除
に
当
た
っ
て
の
大
臣
協
議
・
同
意
（
森
林
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
地
域
森
林
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
大
臣
協
議
・
同
意
（
森
林
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
産
業
の
集
積
の
形
成
又
は
活
性
化
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
の
大
臣
協
議
・
同
意
（
企
業
立
地
促
進
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
保
育
所
の
居
室
等
の
面
積
、
保
育
士
の
配
置
、
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る
食
事
提
供
方
法
に
係
る
「
従
う
べ
き
基
準
」
（
児
童
福
祉
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
区
域
区
分
に
当
た
っ
て
の
国
土
交
通
大
臣
同
意
及
び
農
林
水
産
大
臣
協
議
、
都
市
計
画
基
礎
調
査
の
実
施
（
都
市
計
画
法
）

・
農
地
転
用
許
可
に
当
た
っ
て
の
都
道
府
県
農
業
会
議
へ
の
諮
問
（
農
地
法
）

・
港
湾
区
域
の
新
設
・
変
更
に
当
た
っ
て
の
大
臣
協
議
・
同
意
、
港
湾
区
域
・
臨
港
地
区
以
外
の
施
設
の
港
湾
施
設
と
し
て
の
大
臣
認
定
（
港
湾
法
）

・
土
地
利
用
基
本
計
画
の
策
定
、
策
定
に
当
た
っ
て
の
大
臣
協
議
（
国
土
利
用
計
画
法
）

・
埋
立
地
の
権
利
移
転
等
、
用
途
変
更
の
許
可
に
当
た
っ
て
の
大
臣
協
議
（
公
有
水
面
埋
立
法
）

・
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
）
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
係
る
「
従
う
べ
き
基
準
」
（
介
護
保
険
法
）

・
保
健
所
長
の
医
師
資
格
要
件
（
地
域
保
健
法
）

・
特
定
施
設
等
の
設
置
等
の
許
可
の
手
続
（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
）

・
普
通
職
業
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
に
係
る
「
従
う
べ
き
基
準
」
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

・
公
立
学
校
に
お
け
る
学
級
編
成
の
標
準
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
成
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
）

・
学
校
評
議
員
の
委
嘱
の
主
体
を
学
校
設
置
者
に
限
定
（
学
校
教
育
法
）

5



・
勧
告
に
何
ら
か
の
理
由
で
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
に
係
る
提
案
で
あ
る
が
、
勧
告
の
趣
旨
に
沿
っ

た
見
直
し
を
求
め
る
も
の
。
・
・
・
3
7
件

－
こ
の
う
ち
4
件
は
政
省
令
、
5
件
は
条
例
制
定
余
地
の
あ
る
規
定
、
8
件
は
勧
告
後
の
新
た

な
規
定
に
よ
る
も
の
、
ま
た
、
2
0
件
は
そ
の
他
何
ら
か
の
理
由
で
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
も
の

（
主
な
例
）

・
開
発
行
為
の
許
可
の
基
準
（都
市
計
画
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
占
用
許
可
の
対
象
と
な
る
工
作
物
等
の
範
囲
、
占
用
の
期
間
（
都
市
公
園
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
地
方
道
に
係
る
道
路
の
占
用
許
可
の
基
準
（
道
路
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
公
営
住
宅
の
家
賃
の
決
定
に
係
る
基
準
、
明
渡
し
請
求
に
係
る
収
入
基
準
（
公
営
住
宅
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
医
療
用
麻
薬
に
係
る
薬
局
間
の
譲
受
・
譲
渡
許
可
の
基
準
（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
）
【
Ａ
-
①
】

・
旅
館
業
の
許
可
等
の
基
準
（旅
館
業
法
）
【
Ａ
-
①
】

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
の
提
案
に
つ
い
て
（
２

/ ２
）

6

・
旅
館
業
の
許
可
等
の
基
準
（旅
館
業
法
）
【
Ａ
①
】

・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
・
運
営
の
基
準
（
児
童
福
祉
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
応
急
仮
設
住
宅
の
入
居
期
間
等
、
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
（
災
害
救
助
法
）
【
Ｂ
-
①
】

・
都
市
公
園
に
お
け
る
公
園
施
設
の
具
体
的
な
種
類
（
都
市
公
園
法
）

・
特
別
用
途
地
区
等
の
建
築
物
に
係
る
市
町
村
等
条
例
に
よ
る
制
限
緩
和
に
当
た
っ
て
の
大
臣
承
認
（
建
築
基
準
法
）

・
教
育
課
程
特
例
校
の
指
定
に
当
た
っ
て
の
許
可
（
学
校
教
育
法
）

・
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
の
基
準
（
災
害
救
助
法
）

・
介
護
保
険
認
定
審
査
会
委
員
の
任
期
（
介
護
保
険
法
）
、
精
神
医
療
審
査
会
委
員
の
任
期
（
精
神
保
健
福
祉
法
）
、
建
築
審
査
会
委
員
の
任
期
（
建
築
基
準
法
）

・
勧
告
対
象
外
の
も
の
に
係
る
提
案
（
法
定
受
託
事
務
、
必
置
規
制
）
で
あ
る
が
、
見
直
し
を
求
め
る
も

の
。

・
・
・
2
7
件

（
主
な
例
）

・
二
級
河
川
の
河
川
整
備
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
の
大
臣
協
議
・
同
意
（
河
川
法
）

・
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
の
設
置
（
社
会
福
祉
法
）

・
博
物
館
、
図
書
館
の
教
育
委
員
会
に
よ
る
所
掌
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
）

・
許
可
に
当
た
っ
て
医
療
審
議
会
の
意
見
聴
取
を
す
べ
き
医
療
法
人
の
範
囲
（
医
療
法
）
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全
て
に
共
通
し
て
国
に
対
処
を
求
め
る
事
項

○
国
と
地
方
の
適
切
な
役
割
分
担
の
構
築
の
た
め
、
全
て
に
共
通
し
て
以
下
の
事
項
を
求
め
る
。

・
事
務
区
分
（
自
治
事
務
・
法
定
受
託
事
務
）
、
並
行
権
限
、
国
の
関
与
や
義
務
付
け
・
枠
付
け
に
つ
い
て
は
、
地

方
分
権
推
進
計
画
や
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
第
２
次
勧
告
及
び
第
３
次
勧
告
で
設
定
さ
れ
た
メ
ル
ク

マ
ー
ル
等
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
。

・
報
告
徴
収
・
立
入
検
査
に
限
っ
た
移
譲
な
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
地
方
が
何
ら
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
地
方
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
許
認
可
・
措
置
命
令
な
ど
、
関
連
す
る

他
の
事
務
・
権
限
を
併
せ
て
移
譲
す
る
こ
と
。

・
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
る
事
業
等
に
対
す
る
事
務
・
権
限
に
つ
い
て
は
、
域
外
権
限
行
使
や
関
係
都

道
府
県
と
の
情
報
共
有
の
仕
組
み
を
法
令
上
構
築
す
る
こ
と
。

7

・
工
程
表
な
ど
の
手
順
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
具
体
的
な
人
員
・
財
源
措
置
を
示
す
こ
と
。

・
財
源
に
つ
い
て
は
、
事
務
・
権
限
の
実
施
に
あ
た
り
財
源
（
人
件
費
相
当
額
を
含
む
。
）
の
不
足
が
生
じ
な
い
よ

う
、
必
要
総
枠
を
確
保
し
、
国
か
ら
地
方
に
財
源
移
譲
す
る
こ
と
。

・
人
員
に
つ
い
て
は
、
技
術
や
専
門
性
を
有
す
る
人
材
を
育
成
・
確
保
す
る
た
め
、
研
修
や
職
員
派
遣
な
ど
必
要

な
支
援
を
行
う
こ
と
。

・
事
務
・
権
限
の
移
譲
、
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
等
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
や
技

術
的
助
言
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

○
政
府
と
し
て
最
終
的
に
決
定
す
る
ま
で
に
、
全
て
に
共
通
し
て
以
下
の
事
項
に
責
任
を
も
っ
て
対
処

し
、
地
方
に
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

7



第
1
6
回

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議
（
H
2
6
.
8
.
1
）

古
川
議
員
提
出
資
料
（
抜
粋
）

２
提
案
募
集
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方

今
後
、
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
を
中
心
に
審
議
が
始
ま
り
ま
す
が
、
次
の
点
を
重
視
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

存
じ
ま
す
。

・
地
方
創
生
、
人
口
減
少
、
産
業
振
興
・
経
済
成
長
に
関
す
る
施
策
へ
の
対
応
は
、
国
家
を
あ
げ
て

ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
行
う
べ
き
改
革
で
す
。

8

ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
行
う
べ
き
改
革
で
す
。

多
く
の
自
治
体
は
具
体
的
な
支
障
事
例
を
挙
げ
て
、
内
閣
府
と
の
事
前
相
談
を
経
て
、
提
案
を
し
て

い
ま
す
。
今
後
の
検
討
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
府
省
の
姿
勢
に
拘
る
こ
と
な
く
、
見
直
し
を
拒

む
立
証
責
任
は
所
管
省
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
、
検
討
す
べ
き
で
す
。

・
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
、
農
地
・
農
村
専
門
部
会
で
検
討
す
る
事
項
以
外
は
、
内
閣
府
が
主

体
的
に
各
府
省
と
調
整
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
内
閣
府
と
各
府
省
の
調
整
過
程
に
お
い
て
、
進
捗
が

図
ら
れ
な
い
案
件
に
つ
い
て
は
、
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
で
処
理
す
る
な
ど
、
実
現
に
向
け
た

柔
軟
な
対
応
が
必
要
で
す
。
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平
成

2
6
年

９
月

1
6
日

全
 
国

 
市

 
長

 
会

資
　
料

　
１

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
で
取
り
上
げ
て
い
る
重
点
事
項
に
お
け
る

全
国
市
長
会
の
意
見

全国市長会提出資料

9

CO886158
長方形



分
野

提
案
主
体

提
案
事
項

概
要

全
国
市
長
会
意
見

1

土
地
利
用

（
農
地
除
く
）

函
館
市

一
部
に
国
県
道
を
含
ん
で
都

市
計
画
決
定
さ
れ
た
市
町
村

道
に
係
る
変
更
権
限
の
市
町

村
へ
の
移
譲

（
都
市
計
画
法
）

都
市
計
画
道
路
の
う
ち
、
一
部
に
国
県
道

を
含
ん
で
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
市
町
村

道
に
係
る
都
市
計
画
の
変
更
権
限
を
市
町

村
へ
移
譲
す
る
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に

尊
重
さ
れ
た
い
。

2

横
浜
市
、
二
本
松
市

都
市
計
画
の
軽
易
な
変
更
の

見
直
し

（
都
市
計
画
法
）

市
町
村
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の
変
更
に

お
い
て
、
都
市
計
画
の
決
定
手
続
が
準
用

さ
れ
な
い
「
軽
易
な
変
更
」
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
が
で
き
る
項
目
を
追
加
す
る
。

提
案
団
体
の
提
案
の
実
現
に

向
け
て
、
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。

3

川
崎
市

開
発
許
可
の
技
術
的
細
目
に

係
る
条
例
の
自
由
度
の
拡
大

（
都
市
計
画
法
）

開
発
行
為
に
お
け
る
公
園
の
設
置
等
に
つ

い
て
、
全
国
一
律
的
な
基
準
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
開
発
許
可
基
準
の
技
術
的

細
目
に
つ
い
て
条
例
委
任
等
を
行
う
。

公
園
整
備
の
効
果
等
に
も
着

目
し
、
提
案
団
体
の
意
見
を

十
分
に
尊
重
さ
れ
た
い
。

4

埼
玉
県

都
市
公
園
に
お
け
る
太
陽
光

発
電
施
設
の
設
置
基
準
の
緩

和 （
都
市
公
園
法
）

都
市
公
園
の
駐
車
場
の
上
部
空
間
を
活
用

し
て
太
陽
光
発
電
施
設
を
置
く
際
、
既
設

の
建
築
物
を
増
築
し
て
設
置
す
る
場
合
等

で
あ
っ
て
も
、
設
置
可
能
と
す
る
。

国
土
交
通
省
か
ら
の
回
答
が

「
現
行
規
定
に
よ
り
対
応
可

能
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
法

制
上
の
課
題
な
ど
事
実
関
係

に
つ
い
て
提
案
団
体
と
の
間

で
十
分
に
確
認
を
行
う
べ
き

で
あ
る
。

5

北
上
市

都
市

公
園

の
占

用
期

間
の

条
例
委
任

（
都
市
公
園
法
）

政
令
で
定
め
ら
れ
た
、
都
市
公
園
に
係
る

占
用
期
間
に
つ
い
て
条
例
で
設
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

申
請
者
の
負
担
軽
減
、
申
請

手
続
き
事
務
軽
減
な
ど
の
観

点
か
ら
、
提
案
団
体
の
意
見

を
十
分
に
尊
重
さ
れ
た
い
。

6

医
療
・
福
祉

滋
賀
県

保
育
士
修
学
資
金
貸
付
事
業

の
貸
付
対
象
者
の
住
所
要
件

撤
廃

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
制

度
実
施
要
綱
）

保
育
士
修
学
資
金
貸
付
事
業
の
貸
付
け
対

象
と
し
て
、
県
内
居
住
者
又
は
県
内
就
労

者
の
ほ
か
に
、
県
内
保
育
所
へ
の
就
労
を

希
望
す
る
県
外
在
住
の
県
外
学
生
を
加
え

る
。

意
見
な
し
。

　
Ａ
－
①
　
こ
れ
ま
で
に
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
項
で
あ
っ
て
、
特
に
重
要
な
も
の
　
7
6
件
（
4
0
項
目
）

10



7

医
療
・
福
祉

埼
玉
県

認
可
外
保
育
所
が
認
可
保
育

所
に
移
行
す
る
際
の
経
済
的

基
礎
の
条
件
の
緩
和
（
児
童

福
祉
法
）

社
会
福
祉
法
人
以
外
の
者
が
保
育
所
を
設

置
す
る
場
合
、
１
年
間
の
土
地
・
建
物
賃

借
料
に
相
当
す
る
額
に
加
え
て
1
,
0
0
0
万
円

の
資
金
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
審

査
要
件
を
緩
和
す
る
。

所
管
（
府
）
省
か
ら
の
回
答

が
「
現
行
に
よ
り
対
応
可

能
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
事

実
関
係
に
つ
い
て
提
案
団
体

と
の
間
で
十
分
確
認
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。

8

京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
和

歌
山
県
、
鳥
取
県
、
徳
島
県

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に

係
る
認
定
の
有
効
期
間
の
廃

止 （
就
学
前
の
こ
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的

な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
）

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
認
定
の

有
効
期
間
（
５
年
を
超
え
な
い
範
囲
）
を

廃
止
す
る
。

提
案
団
体
の
提
案
の
実
現
に

向
け
て
、
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。

9

中
国
地
方
知
事
会

保
育

料
の

軽
減

制
度

に
係

る
兄

弟
姉

妹
の

同
時

入
所

要
件

の
廃
止

（
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金
交
付
要
綱
）

現
在

、
兄

弟
姉

妹
が

同
時

入
所

し
て

い
る

場
合
に
限
り
２
人
目
を
1
/
2
軽
減

、
３

人
目

を
無

料
化

す
る

保
育

料
軽

減
制

度
に

つ
い

て
、

兄
弟

姉
妹

の
同

時
入

所
要

件
を

撤
廃

す
る
。

提
案

団
体

の
提

案
の

実
現

に
向

け
て

積
極

的
な

検
討

を
求

め
る
。

1
0

京
都

府
、

大
阪

府
、

鳥
取

県
、

徳
島

県
、

相
模

原
市

、
神

戸
市

、
中

国
地
方
知
事
会

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
補
助

条
件
の
見
直
し

（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
費
等
補
助
金
交
付
要
綱
）

①
現
在
、
1
ク
ラ
ブ
当
た
り
と
さ
れ
て
い

る
障
が
い
児
受
入
加
算
の
基
準
に
つ
い

て
、
1
人
当
た
り
に
見
直
す
。

②
現
在
、
開
所
時
間
が
１
日
６
時
間
超
と

さ
れ
て
い
る
長
時
間
開
設
加
算
の
基
準
に

つ
い
て
、
１
日
５
時
間
超
に
見
直
す
。

③
現
在
、
補
助
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
、

利
用
者
数
が
９
人
以
下
の
小
規
模
な
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
も
、
山
間
部
で

少
子
化
が
進
ん
で
い
る
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
補
助
対
象
と
す
る
な
ど
、
補
助
条
件

を
見
直
す
。

①
提

案
団

体
の

提
案

の
実

現
に

向
け

て
積

極
的

な
検

討
を

求
め
る
。

②
提

案
団

体
の

提
案

の
実

現
に

向
け

て
積

極
的

な
検

討
を

求
め
る
。

③
提

案
団

体
の

提
案

の
実

現
に

向
け

て
積

極
的

な
検

討
を

求
め
る
。
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1
1

医
療
・
福
祉

山
梨
県
、
特
別
区
長
会

産
後
ケ
ア
事
業
に
対
す
る
補

助
条
件
の
見
直
し

（
母
子
保
健
医
療
対
策
等
総

合
支
援
事
業
実
施
要
綱
）

①
市
町
村
が
実
施
主
体
と
さ
れ
た
、
「
産

後
ケ
ア
事
業
」
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
と

市
町
村
が
広
域
的
に
連
携
し
て
事
業
を
実

施
す
る
場
合
、
実
施
主
体
を
都
道
府
県
に

拡
大
す
る
。

②
「
母
子
保
健
相
談
支
援
事
業
（
母
子
保

健
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
）
」
「
産

前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
「
産
後
ケ
ア

事
業
」
の
全
て
を
実
施
す
る
こ
と
が
補
助

条
件
と
さ
れ
て
い
る
「
妊
娠
・
出
産
包
括

支
援
モ
デ
ル
事
業
」
の
当
該
条
件
を
見
直

し
、
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
の
実
施
の
み
で

補
助
対
象
と
す
る
。

①
提

案
団

体
の

提
案

の
実

現
に

向
け

て
積

極
的

な
検

討
を

求
め
る
。

②
提

案
団

体
の

提
案

の
実

現
に

向
け

て
積

極
的

な
検

討
を

求
め

る
。

な
お

、
総

合
的

な
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

行
う

と
い

う
こ

と
に

意
義

が
あ

る
と

い
う

見
解

は
そ

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
事

業
実

施
の

可
能

性
が

狭
く

な
る

。
さ

ら
に

地
域

に
お

け
る

切
れ

目
の

な
い

妊
娠

・
出

産
の

支
援

は
、

必
ず

し
も

3
事

業
に

限
定

さ
れ

る
も

の
で

は
な

い
と

考
え

る
。

1
2

長
崎
県
、
千
葉
県
、
萩
市

介
護
保
険
事
業
に
係
る
規
制

緩
和

（
介
護
保
険
法
、
老
人
福
祉

法
）

①
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
と
多
床
型
施
設
を
併

設
し
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
施
設
と
し
て
認
可
・
指

定
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
併
設
型
の
施
設

基
準
を
改
め
て
位
置
付
け
、
同
一
施
設
と

し
て
認
可
・
指
定
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

②
地
域
支
援
事
業
の
認
知
症
施
策
に
携
わ

る
「
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門

的
知
識
を
有
す
る
者
」
の
対
象
と
し
て
、

地
方
が
独
自
に
養
成
し
て
い
る
者
を
認
め

る
。

③
都
道
府
県
が
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
指
定
・

許
可
す
る
場
合
、
市
町
村
長
と
の
事
前
協

議
制
を
整
備
す
る
。

①
提
案
団
体
の
提
案
の
実
現

に
向
け
て
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。

②
提
案
団
体
の
提
案
の
実
現

に
向
け
て
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。
な
お
、
所
管

（
府
）
省
か
ら
の
回
答
が

「
現
行
規
定
に
よ
り
対
応
可

能
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
事

実
関
係
に
つ
い
て
提
案
団
体

と
の
間
で
十
分
確
認
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。

③
所
管
（
府
）
省
か
ら
の
回

答
が
「
現
行
に
よ
り
対
応
可

能
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
事

実
関
係
に
つ
い
て
提
案
団
体

と
の
間
で
十
分
確
認
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。
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1
3

医
療
・
福
祉

大
阪
府
、
さ
い
た
ま
市
、
堺
市

介
護
認
定
審
査
会
委
員
の
任

期
の
条
例
委
任
（
介
護
保
険

法
）

政
令
で
定
め
ら
れ
た
、
介
護
認
定
審
査
会

委
員
の
任
期
を
条
例
委
任
す
る
。

（
参

考
）

第
３

次
一

括
法

に
よ

り
、

地
方

社
会

福
祉

審
議

会
等

委
員

の
資

格
、

定
数

、
任

期
等

に
つ

い
て

条
例

委
任

済
み

提
案
団
体
の
提
案
の
実
現
に

向
け
て
十
分
な
検
討
を
求
め

る
。

な
お
、
一
定
の
上
限
の
範
囲

内
で
の
緩
和
が
適
切
で
あ
る

と
考
え
る
。

1
4

福
井
県
、
長
野
県
、
京
都
府
、
兵

庫
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本

県
、
大
分
県

医
療
用
麻
薬
に
係
る
小
売
業

者
間
の
譲
渡
に
係
る
許
可
権

限
等
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲

及
び
規
制
緩
和

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

法
）

①
麻
薬
小
売

業
者
間
の
医
療
用
麻
薬
の

譲
渡
に
係
る

許
可
権
限
を
都
道
府
県
へ

移
譲
す
る
。

②
在
庫
量
の

不
足
の
た
め
調
剤
す
る
こ

と
が
で
き
な

い
場
合
に
限
る
と
さ
れ
た

譲
渡
許
可
条

件
を
緩
和
す
る
。

③
最
長
１
年

と
さ
れ
て
い
る
、
譲
渡
許

可
の
有
効
期

間
を
延
長
す
る
。

④
最
長
２
年

と
さ
れ
て
い
る
、
麻
薬
取

扱
者
免
許
の

有
効
期
間
を
延
長
す
る
。

⑤
麻
薬
を
廃

棄
す
る
際
の
行
政
職
員
の

立
会
い
を
廃

止
す
る
。

①
意
見
な
し
。

②
意
見
な
し
。

③
意
見
な
し
。

④
意
見
な
し
。

⑤
提
案
団
体
の
意
見
を
十
分

に
尊
重
さ
れ
た
い
。
な
お
、

麻
薬
廃
棄
の
立
会
い
を
行
い

な
が
ら
、
薬
局
の
立
入
検
査

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
、
現
行
制
度
は
一
概
に
マ

イ
ナ
ス
面
ば
か
り
と
は
言
え

な
い
。

1
5

熊
本
県
、
九
州
地
方
知
事
会

社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件

緩
和
（
医
療
法
）

①
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
で
あ
る

「
へ
き
地
医
療
へ
の
支
援
実
績
」
に
つ
い

て
、
へ
き
地
診
療
所
だ
け
で
な
く
へ
き
地

医
療
拠
点
病
院
へ
の
医
師
派
遣
に
つ
い
て

も
認
定
要
件
と
す
る
。

②
都
道
府
県
が
社
会
医
療
法
人
を
認
定
す

る
際
、
複
数
の
県
に
医
療
施
設
を
設
置
し

て
い
る
医
療
法
人
に
つ
い
て
は
、
各
県
に

お
い
て
救
急
医
療
確
保
等
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
医
療

施
設
の
設
置
エ
リ
ア
が
一
の
「
定
住
自
立

圏
」
内
に
あ
る
場
合
に
は
、
各
県
で
事
業

を
実
施
し
て
い
な
く
て
も
、
要
件
を
満
た

す
こ
と
と
す
る
。

①
提
案
団
体
の
提
案
の
実
現

に
向
け
て
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。

②
提
案
団
体
の
提
案
の
実
現

に
向
け
て
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。
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1
6

教
育
・
文
化

新
潟
市
、
京
都
市

指
定
都
市
立
特
別
支
援
学
校

等
の
設
置
に
係
る
都
道
府
県

認
可
の
廃
止

（
学
校
教
育
法
）

指
定
都
市
立
の
特
別
支
援
学
校
の
設
置
に

係
る
都
道
府
県
教
育
委
員
会
の
認
可
を
廃

止
す
る
。

（
参

考
）

指
定

都
市

立
の

高
等

学
校

等
の

設
置

に
係

る
都

道
府

県
教

育
委

員
会

の
認

可
に

つ
い

て
は

、
第

４
次

一
括

法
に

よ
り

廃
止

予
定

提
案
の
実
現
を
求
め
る
。

た
だ
し
、
特
別
支
援
学
校
の

設
置
等
に
関
し
て
は
広
域
で

の
調
整
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
移
譲
後
も
、
引
き
続

き
道
府
県
と
緊
密
な
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置

を
求
め
る
。

1
7

京
都
府
、
兵
庫
県

市
立
高
校
の
就
学
支
援
金
制

度
に
関
す
る
指
定
都
市
・
中

核
市
へ
の
権
限
移
譲

（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金

の
支
給
に
関
す
る
法
律
）

市
立
高
校
の
就
学
支
援
金
の
認
定
申
請
審

査
や
支
給
決
定
業
務
を
都
道
府
県
か
ら
指

定
都
市
・
中
核
市
へ
移
譲
す
る
。

市
へ
の
移
譲
に
つ
い
て
は
、

手
挙
げ
方
式
に
よ
る
移
譲
を

求
め
る
。

1
8

環
境
・
衛
生

埼
玉
県

鳥
獣
捕
獲
許
可
等
の
市
町
村

へ
の
移
譲

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
）

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
許
可
、
鳥
獣
飼
養
の
登

録
、
販
売
禁
止
鳥
獣
の
販
売
許
可
等
の
権

限
を
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
移
譲
す

る
。

鳥
獣
行
政
の
広
域
的
視
点
の

観
点
か
ら
、
慎
重
な
検
討
を

求
め
る
。

1
9

徳
島
県
、
兵
庫
県
、
長
崎
県

鳥
獣
狩
猟
免
許
の
有
効
期
間

の
延
長

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
）

一
律
３
年
と
さ
れ
て
い
る
狩
猟
免
許
の
有

効
期
間
を
地
域
の
判
断
で
設
定
（
延
長
）

で
き
る
よ
う
見
直
す
。

有
害
鳥
獣
駆
除
に
は
、
銃
器

等
厳
格
な
取
り
扱
い
が
必
要

と
な
る
器
具
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
駆
除
従
事
者
の
資
質
確

認
の
た
め
の
狩
猟
免
許
の
更

新
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
慎

重
な
検
討
を
求
め
る
。

2
0

三
豊
市

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の

許
可
期
間
の
延
長

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
）

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
期
間
に

つ
い
て
、
優
良
な
事
業
者
に
対
し
て
は
、

原
則
2
年
間
を
4
年
間
と
で
き
る
よ
う
見
直

す
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
尊

重
さ
れ
た
い
。
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2
1

環
境
・
衛
生

愛
媛
県

複
数
の
都
道
府
県
に
ま
た
が

る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

の
許
可
に
係
る
規
制
緩
和

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
）

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
及
び
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
範
囲
が

複
数
の
都
道
府
県
に
ま
た
が
る
場
合
(
積
替

え
保
管
施
設
が
な
い
場
合
に
限
る
）
、
現

在
、
全
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
許
可
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
主
た
る
事
務
所

を
所
管
す
る
都
道
府
県
の
許
可
の
み
で
足

り
る
こ
と
と
す
る
。

提
案
団
体
の
提
案
の
実
現
に

向
け
て
、
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。

2
2

産
業
振
興

山
梨
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵

庫
県
、
徳
島
県
、
九
州
地
方
知
事

会

市
町

村
の

創
業

支
援

事
業

計
画

認
定

権
限

の
都

道
府

県
へ

の
移
譲

（
産
業
競
争
力
強
化
法
）

創
業
支
援
事
業
計
画
の
認
定
権
限
を
国
か

ら
都
道
府
県
へ
移
譲
す
る
。

意
見
な
し
。

2
3

神
奈
川
県
、
九
州
地
方
知
事
会

電
気

事
業

者
に

よ
る

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
電

気
の

調
達

に
関

す
る

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

発
電

の
認

定
権

限
等

の
都

道
府
県
へ
の
移
譲

（
電

気
事

業
者

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
電

気
調

達
特

別
措

置
法
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
の
認
定
権
限

等
を
国
か
ら
都
道
府
県
へ
移
譲
す
る
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に

尊
重
さ
れ
た
い
。

た
だ
し
、
移
譲
に
つ
い
て

は
、
第
４
条
、
第
５
条
、
第

６
条
、
第
４
０
条
を
一
体
と

し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

2
4

埼
玉
県

水
素

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
設

置
に

係
る

高
圧

ガ
ス

保
安

法
令

等
の
見
直
し

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
）

水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
を
促
進
で
き

る
よ
う
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
基
準
を

緩
和
す
る
。

意
見
な
し
。

2
5

神
奈
川
県

複
数
の
都
道
府
県
に
ま
た
が

る
事
業
協
同
組
合
の
認
可
権

限
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲

（
中
小
企
業
等
協
同
組
合

法
）

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
２
以

上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
事
業
協

同
組
合
等
の
設
立
認
可
及
び
監
督
権
限
を

地
方
農
政
局
か
ら
都
道
府
県
へ
移
譲
す

る
。

（
参

考
)
２

以
上

の
都

道
府

県
の

区
域

に
わ

た
る

事
業

協
同

組
合

等
の

設
立

認
可

及
び

監
督

権
限

（
厚

生
労

働
省

（
地

方
厚

生
局

所
管

業
務

）
）

に
つ

い
て

は
、

第
４

次
一

括
法

に
関

連
す

る
政

令
改

正
で

都
道

府
県

に
移

譲
予

定

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に

尊
重
さ
れ
た
い
。
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2
6

消
防
・
防
災
・

安
全

京
都
市
、
九
州
地
方
知
事
会

災
害

応
急

住
宅

に
係

る
規

制
緩
和

（
災

害
救

助
法

、
建

築
基

準
法
）

最
長

２
年

と
さ

れ
て

い
る

応
急

仮
設

住
宅

の
入

居
期

間
に

つ
い

て
、

被
災

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
弾
力
化
す
る
。

提
案

団
体

の
提

案
の

実
現

に
向

け
て

、
積

極
的

な
検

討
を

求
め
る
。

2
7

土
木
・
建
築

愛
知
県
、
愛
媛
県
、
佐
賀
県
、
長

崎
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
沖
縄

県

二
級
河
川
整
備
基
本
方
針
等

に
係
る
国
の
同
意
協
議
の
廃

止 （
河
川
法
）

①
二
級
河
川
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
行

う
河
川
整
備
基
本
方
針
及
び
河
川
整
備
計

画
の
策
定
に
係
る
国
の
同
意
協
議
を
廃
止

す
る
。

②
一
の
都
道
府
県
で
完
結
す
る
二
級
河

川
の
水
利
権
の
更
新
（
軽
微
な
変
更
を
含

む
。
）
に
お
け
る
国
の
同
意
協
議
を
廃
止

す
る
。

①
意
見
な
し
。

②
意
見
な
し
。

2
8

茨
城
県

指
定
区
間
内
一
級
河
川
の
河

川
現
況
台
帳
調
製
権
限
の
都

道
府
県
へ
の
移
譲

（
河
川
法
）

指
定
区
間
内
（
都
道
府
県
管
理
）
の
一
級

河
川
に
係
る
河
川
現
況
台
帳
を
調
製
す
る

事
務
・
権
限
を
国
か
ら
都
道
府
県
へ
移
譲

す
る
。

意
見
な
し
。

2
9

岐
阜
県

電
気
自
動
車
の
充
電
イ
ン
フ

ラ
整
備
に
係
る
道
路
占
用
許

可
基
準
の
緩
和

（
道
路
法
）

道
の
駅
へ
の
自
動
車
用
急
速
充
電
器
の
積

極
的
な
導
入
促
進
を
図
る
た
め
、
道
路
占

用
許
可
の
基
準
（
無
余
地
性
の
原
則

※
）

を
緩
和
す
る
。

（
※

）
道

路
管

理
者

は
、

道
路

の
敷

地
外

に
余

地
が

な
い

た
め

に
や

む
を

え
な

い
場

合
等

に
限

り
、

道
路

占
用

許
可

を
与

え
る

こ
と

が
で

き
る

（
道

路
法

第
3
3
条

）
。

所
管
（
府
）
省
か
ら
の
回
答

が
「
現
行
規
定
に
よ
り
対
応

可
能
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
提
案
団
体
と
の

間
で
十
分
確
認
を
行
う
べ
き

で
あ
る
。

な
お
、
現
行
規
定
に
よ
り
対

応
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
場
合
は
、
そ
の
旨
全

て
の
道
路
管
理
者
に
対
し
て

通
知
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す

る
。
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3
0

土
木
・
建
築

京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
徳

島
県
、
豊
田
市
、
松
山
市

公
営
住
宅
に
係
る
規
制
緩
和

（
公
営
住
宅
法
）

①
公
営
住
宅
の
明
渡
し
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
入
居
者
の
高
額
の
収
入
の
基
準

を
、
条
例
に
委
任
す
る
。

②
公
営
住
宅
の
入
居
収
入
基
準
及
び
家
賃

決
定
基
準
と
な
る
所
得
の
算
定
基
準
に
つ

い
て
、
「
非
婚
の
母
」
及
び
「
非
婚
の

父
」
に
つ
い
て
も
寡
婦
（
夫
）
控
除
規
定

が
適
用
さ
れ
る
よ
う
、
対
象
を
見
直
す
。

③
公
営
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
対
象
と
な

る
社
会
福
祉
事
業
等
（
現
在
は
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
事
業
等
に
限
定
）
に
つ
い
て
、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
等
の
事
業

に
拡
大
す
る
。

（
参

考
）

第
１

次
一

括
法

に
よ

り
、

公
営

住
宅

の
入

居
収

入
基

準
を

条
例

委
任

①
提
案
団
体
の
意
見
を
十
分

に
尊
重
さ
れ
た
い
。

②
提
案
団
体
の
意
見
を
十
分

に
尊
重
さ
れ
た
い
。

③
提
案
団
体
の
意
見
を
十
分

に
尊
重
さ
れ
た
い
。

3
1

全
国
市
長
会

備
蓄
（
防
災
）
倉
庫
に
係
る

建
築
確
認
等
の
規
制
緩
和

（
建
築
基
準
法
）

備
蓄
（
防
災
）
倉
庫
を
設
置
す
る
際
の
、

建
築
確
認
手
続
を
不
要
と
す
る
な
ど
規
制

緩
和
を
行
う
と
と
も
に
、
用
途
地
域
に
お

け
る
制
限
緩
和
を
行
う
。

提
案
し
て
い
る
小
規
模
な
防

災
倉
庫
に
つ
い
て
は
、
そ
も

そ
も
建
築
物
と
し
て
扱
っ
て

い
な
い
自
治
体
も
あ
る
よ
う

で
あ
る
。

建
築
物
と
し
て
扱
う
か
否
か

に
つ
い
て
の
判
断
が
自
治
体

や
特
定
行
政
庁
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
現
状
は
、
混
乱

を
招
く
こ
と
に
な
る
た
め
、

防
災
倉
庫
の
よ
う
な
小
規
模

な
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
建

築
基
準
法
」
の
建
築
物
と
し

て
扱
わ
な
く
て
も
よ
い
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
旨
通
知
等
に

よ
り
周
知
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
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3
2

土
木
・
建
築

神
奈
川
県

複
数
の
都
道
府
県
に
ま
た
が

る
建
設
業
の
許
可
・
宅
地
建

物
取
引
業
の
免
許
に
係
る
権

限
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲

（
建
設
業
法
、
宅
地
建
物
取

引
業
法
）

建
設
業
許
可
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
免
許

の
事
務
の
う
ち
、
事
務
所
・
営
業
所
が
複

数
都
道
府
県
に
ま
た
が
る
業
者
に
係
る
国

土
交
通
大
臣
の
事
務
・
権
限
を
都
道
府
県

等
に
移
譲
す
る
。

（
参

考
）

２
以

上
の

都
道

府
県

に
ま

た
が

る
医

療
法

人
の

設
立

認
可

権
限

等
に

つ
い

て
は

、
第

４
次

一
括

法
に

よ
り

都
道

府
県

に
移

譲
予

定

広
域
的
に
事
業
を
展
開
す
る

業
者
に
つ
い
て
、
統
一
的
に

免
許
・
監
督
等
に
関
す
る
事

務
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
懸

念
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
町

村
へ
の
移
譲
は
慎
重
に
検
討

す
べ
き
で
あ
る
。

3
3

京
都
府
、
徳
島
県

市
町
村
営
ほ
場
整
備
の
換
地

計
画
に
係
る
都
道
府
県
認
可

の
廃
止

（
土
地
改
良
法
）

市
町
村
営
ほ
場
整
備
事
業
（
区
画
整
理
）

の
手
続
き
に
お
い
て
、
換
地
計
画
の
都
道

府
県
の
認
可
を
廃
止
し
、
事
後
報
告
と
す

る
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に

尊
重
さ
れ
た
い
。

3
4

運
輸
・
交
通

京
都
府
、
大
阪
府
、
鳥
取
県
、
岡

山
県
、
徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
知

県
、
神
戸
市
、
広
島
市
、
山
武
市

地
域

バ
ス

路
線

に
係

る
補

助
要
件
の
緩
和

（
地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
改

善
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
）

中
山
間
地
の
生
活
交
通
を
守
る
観
点
か

ら
、
地
方
の
実
情
に
合
わ
せ
た
バ
ス
補
助

制
度
と
な
る
よ
う
、
補
助
対
象
路
線
の
１

日
当
た
り
輸
送
量
（
現
行
は
一
律
に
1
5
人

以
上
）
等
の
要
件
緩
和
を
行
う
。

提
案
団
体
の
提
案
の
実
現
に

向
け
て
、
積
極
的
な
検
討
を

求
め
る
。

3
5

鳥
取
県
、
徳
島
県

地
域
限
定
通
訳
案
内
士
の
育

成
・
確
保
に
係
る
事
務
の
都

道
府
県
へ
の
移
譲

（
外
国
人
観
光
旅
客
の
観
光

の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る

国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る

法
律
）

地
域
限
定
通
訳
案
内
士
と
な
る
た
め
の
要

件
に
つ
い
て
、
現
在
は
法
律
で
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
規
制
緩
和
を
行

う
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に

尊
重
さ
れ
た
い
。

3
6

そ
の
他

佐
賀
県

Ｃ
Ｉ
Ｑ
業
務
権
限
の
都
道
府

県
へ
の
移
譲

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
等
）

地
方
管
理
空
港
に
お
け
る
国
際
ビ
ジ
ネ
ス

機
受
入
に
つ
い
て
、
出
入
国
の
際
に
必
要

と
な
る
Ｃ
Ｉ
Ｑ
業
務
を
、
国
か
ら
希
望
す

る
都
道
府
県
に
移
譲
す
る
。

意
見
な
し
。

3
7

金
沢
市

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
認
証
等
権
限

の
中
核
市
へ
の
移
譲

（
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
）

第
２
次
一
括
法
に
よ
り
指
定
都
市
ま
で
移

譲
さ
れ
て
い
る
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
認
証
等

の
権
限
を
中
核
市
ま
で
移
譲
す
る
。

市
へ
の
移
譲
に
つ
い
て
は
、

手
挙
げ
方
式
に
よ
る
移
譲
を

求
め
る
。
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3
8

そ
の
他

長
崎
県

新
設
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
仮
認

定
に
係
る
申
請
期
限
の
延
長

（
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
）

仮
認
定
申
請
は
、
法
人
設
立
の
日
か
ら
５

年
ま
で
可
能
で
あ
る
が
、
平
成
2
6
年
度
ま

で
は
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
、
設
立
か
ら

５
年
を
超
え
る
法
人
も
仮
認
定
申
請
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。
経
過
措
置
終
了
後

も
、
設
立
か
ら
５
年
を
超
え
て
も
仮
認
定

申
請
が
可
能
と
な
る
よ
う
見
直
す
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
尊

重
す
る
こ
と
。

3
9

九
州
地
方
知
事
会

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
事
務
の

拡
大

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
）

現
在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
対
象
と
さ

れ
て
い
な
い
、
社
会
保
障
等
に
関
す
る
法

律
等
に
基
づ
く
事
務
に
活
用
対
象
を
拡
大

す
る
。

（
例

）
「

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法
律

」
に

係
る

事
務

等

国
民
が
混
乱
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
類
似
の
事
務
へ

拡
大
す
る
な
ど
、
検
討
状
況

等
の
情
報
を
公
開
し
な
が

ら
、
利
用
範
囲
の
拡
大
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

4
0

東
京
都

消
費
者
安
全
法
の
勧
告
・
命

令
権
限
の
都
道
府
県
へ
の
移

譲 （
消
費
者
安
全
法
）

消
費
者
安
全
法
に
基
づ
く
勧
告
・
命
令
の

並
行
権
限
を
都
道
府
県
に
付
与
す
る
。
ま

た
、
都
道
府
県
が
実
施
で
き
る
報
告
徴
収

対
象
区
域
を
拡
大
す
る
。

市
へ
の
移
譲
に
つ
い
て
は
、

手
挙
げ
方
式
に
よ
る
移
譲
を

求
め
る
。
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分
野

提
案
主
体

提
案
事
項

概
要

全
国
市
長
会
意
見

1

土
地
利
用

（
農
地
除
く
）

磐
田
市
、
東
広
島
市
、
中
津
市

開
発
行
為
の
許
可
権
限
の
希

望
す
る
市
へ
の
移
譲

（
都
市
計
画
法
）

現
在
、
特
例
市
ま
で
移
譲
さ
れ
て
い
る
、

開
発
行
為
の
許
可
権
限
を
希
望
す
る
市
へ

移
譲
す
る
と
と
も
に
、
市
に
お
い
て
開
発

審
査
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

市
へ
の
移
譲
に
つ
い
て
は
、
事
務

処
理
特
例
条
例
に
よ
る
移
譲
で
は

な
く
、
法
律
に
基
づ
い
た
手
挙
げ

方
式
に
よ
る
移
譲
を
求
め
る
。

な
お
、
国
土
交
通
省
か
ら
の
回
答

が
「
現
行
規
定
に
よ
り
対
応
可

能
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
事
実
関

係
に
つ
い
て
提
案
団
体
と
の
間
で

十
分
確
認
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

2

酒
々
井
町
、
全
国
町
村
会

町
村
の
都
市
計
画
に
係
る
都

道
府
県
同
意
の
廃
止

（
都
市
計
画
法
）

町
村
の
都
市
計
画
決
定
に
必
要
な
都
道
府

県
の
同
意
（
市
は
協
議
）
を
廃
止
し
、
協

議
の
み
と
す
る
（
市
と
同
様
の
制
度
と
す

る
。
）
。

意
見
な
し
。

3

芦
別
市
、
北
上
市

都
市
公
園
の
廃
止
に
係
る
規

定
の
弾
力
化
（
都
市
公
園

法
）

都
市
の
集
約
化
や
人
口
減
少
な
ど
の
課
題

に
対
応
す
る
た
め
、
市
町
村
の
裁
量
に
よ

り
都
市
公
園
の
柔
軟
な
廃
止
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

国
土
交
通
省
か
ら
の
回
答
が
「
現

行
規
定
に
よ
り
対
応
可
能
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
「
公
益
上
特
別

の
必
要
が
あ
る
場
合
」
を
明
示
し

た
上
で
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
提

案
団
体
と
の
間
で
十
分
確
認
を
行

う
べ
き
で
あ
る
。

4

青
森
県
、
群
馬
県
、
京
都
府
、
大

阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌

山
県
、
徳
島
県

保
安
林
の
指
定
、
解
除
権
限

の
都
道
府
県
へ
の
移
譲

（
森
林
法
）

国
が
行
う
保
安
林
の
指
定
、
解
除
に
係
る

権
限
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
へ
移
譲
す

る
。

意
見
な
し
。

5

宮
城
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵

庫
県
、
和
歌
山
県
、
鳥
取
県
、
広

島
県
、
徳
島
県
、
中
国
地
方
知
事

会

都
道
府
県
に
よ
る
保
安
林
の

指
定
、
解
除
に
係
る
国
の
同

意
協
議
の
廃
止

（
森
林
法
）

都
道
府
県
が
行
う
保
安
林
の
指
定
、
解
除

に
係
る
国
へ
の
同
意
協
議
を
廃
止
す
る
。

意
見
な
し
。

Ｂ
－
①
　
こ
れ
ま
で
に
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
情
勢
変
化
等
の
あ
る
事
項
で
あ
っ
て
、
特
に
重
要
な
も
の
　
7
6
件
（
1
8
項
目
）
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6

土
地
利
用

（
農
地
除
く
）

愛
知
県
、
福
島
県

都
道
府
県
の
地
域
森
林
計
画

に
係
る
国
の
同
意
協
議
の
廃

止 （
森
林
法
）

都
道
府
県
が
定
め
る
地
域
森
林
計
画
に
係

る
国
へ
の
同
意
協
議
を
廃
止
す
る
。

意
見
な
し
。

7

医
療
・
福
祉

埼
玉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、

京
都
府
、
兵
庫
県
、
大
阪
府
、
和

歌
山
県
、
鳥
取
県
、
広
島
県
、
徳

島
県
、
鹿
児
島
県
、
長
岡
市
、
瑞

穂
市
、
安
城
市
、
萩
市
、
中
国
地

方
知
事
会
、
九
州
地
方
知
事
会

保
育

所
等

の
児

童
福

祉
施

設
に

係
る

「
従

う
べ

き
基

準
」

の
見
直
し

（
児
童
福
祉
法
）

保
育

所
等

の
児

童
福

祉
施

設
に

係
る

居
室

面
積

等
の

「
従

う
べ

き
基

準
」

を
「

参
酌

基
準

」
と

す
る

な
ど

、
地

方
の

裁
量

の
余

地
を
広
げ
る
見
直
し
を
行
う
。

（
参

考
）

待
機

児
童

の
多

い
大

都
市

部
の

地
域

に
つ

い
て

、
保

育
所

の
居

室
面

積
の

基
準

を
「

標
準

」
と

す
る

特
例

措
置

は
、

平
成

2
6
年

度
末

ま
で

提
案

団
体

の
意

見
を

十
分

に
尊

重
さ
れ
た
い
。

8

埼
玉
県

認
可

外
保

育
施

設
に

係
る

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

（
児
童
福
祉
法
）

現
在

、
中

核
市

ま
で

移
譲

さ
れ

て
い

る
、

認
可

外
保

育
施

設
の

設
置

届
出

の
受

理
、

立
入

検
査

、
報

告
徴

収
、

改
善

勧
告

等
の

権
限

を
都

道
府

県
か

ら
市

町
村

に
移

譲
す

る
。

市
へ

の
移

譲
に

つ
い

て
は

、
手

挙
げ
方
式
に
よ
る
移
譲
を
求
め
る
。

9

京
都
府
、
兵
庫
県
、
徳
島
県

臨
床
研
修
病
院
の
指
定
、
研

修
医
受
入
定
員
調
整
権
限
の

都
道
府
県
へ
の
移
譲

（
医
師
法
）

国
の
臨
床
研
修
病
院
の
指
定
権
限
を
都
道

府
県
に
移
譲
し
、
研
修
医
受
入
定
員
の
調

整
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
実
情
に
応
じ

て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

意
見
な
し
。
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1
0

教
育
・
文
化

大
阪
府
、
和
歌
山
市
、
松
山
市
、

大
分
市
、
中
核
市
市
長
会
、
全
国

特
例
市
市
長
会
、
特
別
区
長
会

県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
権

等
の
中
核
市
等
へ
の
移
譲

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
等
）

県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
権
、
給
与
負
担

等
を
中
核
市
、
特
例
市
、
特
別
区
、
一
般

市
へ
移
譲
す
る
。

（
参

考
）

指
定

都
市

に
つ

い
て

は
、

第
４

次
一

括
法

に
よ

り
移

譲
予

定

人
事
権
の
移
譲
に
つ
い
て
は
、
平

成
1
7
年
1
0
月
の
中
央
教
育
審
議
会

答
申
「
新
し
い
時
代
の
義
務
教
育

を
創
造
す
る
」
に
お
い
て
、
「
当

面
、
中
核
市
を
は
じ
め
と
す
る
一

定
の
自
治
体
に
人
事
権
を
移
譲

し
、
そ
の
状
況
や
市
町
村
合
併
の

進
展
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
他

の
市
区
町
村
へ
の
人
事
権
移
譲
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。
ま
た
、
人
事
権
の
移
譲
に

伴
い
、
都
市
部
と
離
島
・
山
間
部

等
が
採
用
や
異
動
に
お
い
て
協
力

し
、
広
域
で
一
定
水
準
の
人
材
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
新

た
に
設
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
」
と
答
申
さ
れ
て
い
る
。
本

答
申
か
ら
９
年
が
経
過
し
、
文
科

省
で
は
そ
の
間
、
検
討
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
が
、
未
だ
に
実
現
し

て
い
な
い
。
今
回
、
新
た
に
「
手

挙
げ
方
式
」
が
導
入
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
広
域
的
な
人
事
交
流
の
仕

組
み
を
構
築
し
た
上
で
、
人
事

権
、
教
職
員
定
数
決
定
権
、
学
級

編
制
基
準
制
定
権
等
に
つ
い
て
、

「
手
挙
げ
方
式
」
に
よ
る
移
譲
や

そ
れ
に
伴
う
税
財
源
移
譲
を
早
急

に
実
現
す
る
こ
と
。
な
お
、
検
討

に
あ
た
っ
て
は
、
期
間
に
期
限
を

設
け
る
な
ど
、
確
実
な
検
討
を
行

う
こ
と
。
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1
1

環
境
・
衛
生

福
島
県
、
愛
知
県
、
大
阪
府
、
和

歌
山
県
、
鳥
取
県
、
広
島
県
、
中

国
地
方
知
事
会

水
道
事
業
等
の
認
可
等
の
権

限
の
国
か
ら
都
道
府
県
へ
の

移
譲

（
水
道
法
）

水
道

事
業

（
給

水
人

口
５

万
人

超
で

あ
っ

て
水

利
調

整
を

要
す

る
も

の
）

及
び

水
道

用
水

供
給

事
業

（
１

日
最

大
給

水
量

が
２

万
５

千
立

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
）

の
認

可
・

指
導

監
督

権
限

を
国

か
ら

都
道

府
県
へ
移
譲
す
る
。

（
参

考
）

道
州

制
特

区
制

度
に

よ
り

、
北

海
道

に
つ

い
て

は
、

給
水

人
口

2
5
0
万

人
以

下
の

水
道

事
業

及
び

最
大

給
水

量
が

1
2
5
万

立
方

メ
ー

ト
ル

以
下

の
水

道
用

水
供

給
事

業
の

認
可

・
指

導
監

督
権

限
を

道
に

移
譲

済
み

提
案

団
体

の
意

見
を

十
分

尊
重

す
る
こ
と
。

な
お

、
移

譲
す

る
場

合
は

、
都

道
府

県
が

、
県

下
の

水
道

事
業

者
に

対
し

て
、

十
分

な
指

導
力

を
発

揮
で

き
、

ま
た

、
他

県
と

法
的

な
指

導
内

容
に

差
異

が
発

生
し

な
い

よ
う

体
制

を
整

え
る

こ
と

が
必

要
。

さ
ら

に
は

、
県

境
を

越
え

た
水

道
事

業
の

広
域

化
な

ど
も

踏
ま

え
、

ど
の

よ
う

な
形

で
事

業
者

へ
関

与
す

べ
き

か
、

国
と

各
都

道
府

県
に

お
い

て
十

分
な

議
論

、
調

整
等

を
行
う
こ
と
。

1
2

埼
玉
県
、
長
崎
県

浄
化
槽
設
置
届
出
権
限
の
市

等
へ
の
移
譲

（
浄
化
槽
法
）

①
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
設
置
届
出
等
の
受

理
、
保
守
点
検
等
の
指
導
権
限
等
を
都
道

府
県
か
ら
市
町
村
に
移
譲
す
る
。

②
ま
た
、
営
業
範
囲
が
保
健
所
設
置
市
と

そ
れ
以
外
の
市
町
村
に
ま
た
が
る
場
合
、

現
在
、
都
道
府
県
及
び
保
健
所
設
置
市
双

方
に
お
い
て
浄
化
槽
保
守
点
検
業
登
録
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
一
方

で
足
り
る
こ
と
と
す
る
。

①
市
に
お
い
て
指
導
す
る
こ
と

は
、
職
員
の
確
保
、
体
制
の
整
備

等
の
観
点
か
ら
、
慎
重
な
検
討
を

求
め
る
。

②
提
案
団
体
の
意
見
を
踏
ま
え
積

極
的
な
検
討
を
求
め
る
。

な
お
、
所
管
省
か
ら
の
回
答
が

「
現
行
規
定
に
よ
り
対
応
可
能
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
事
実
関
係
に

つ
い
て
提
案
団
体
と
の
間
で
十
分

確
認
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

1
3

九
州
地
方
知
事
会

旅
館
業
等
の
許
可
等
に
係
る

暴
力
団
排
除
の
た
め
の
不
許

可
事
由
の
見
直
し

（
旅
館
業
法
、
採
石
法
、
砂

利
採
取
法
）

都
道
府
県
が
行
う
①
旅
館
業
、
②
採
石

業
、
③
砂
利
採
取
業
の
許
可
等
に
際
し
、

暴
力
団
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
拒
否
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
不
許
可
事
由

を
見
直
す
。

（
参

考
）

建
設

業
の

許
可

及
び

宅
地

建
物

取
引

業
の

免
許

に
係

る
暴

力
団

排
除

に
つ

い
て

は
、

本
年

６
月

に
改

正
法

成
立

①
法
改
正
に
よ
り
暴
力
団
排
除
条

項
を
追
加
す
る
事
に
つ
い
て
は
、

暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
と
密
接

に
関
係
す
る
者
の
判
断
が
難
し
い

等
の
懸
念
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
判

断
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

②
意
見
な
し
。

③
意
見
な
し
。
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1
4

産
業
振
興

埼
玉
県
、
神
奈
川
県
、
愛
知
県
、

京
都
府
、
兵
庫
県
、
鳥
取
県
、
広

島
県
、
徳
島
県
、
中
国
地
方
知
事

会

地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計

画
の
認
定
権
限
等
の
都
道
府

県
へ
の
移
譲

（
中
小
企
業
地
域
産
業
資
源

活
用
促
進
法
）

①
中
小
企
業
者
が
作
成
す
る
地
域
産
業
資

源
活
用
事
業
計
画
の
認
定
権
限

②
そ
の
支
援
措
置
に
係
る
財
源
を
都
道
府

県
に
移
譲
す
る
。

①
提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に
尊

重
さ
れ
た
い
。

②
意
見
な
し
。

1
5

神
奈
川
県
、
愛
知
県
、
京
都
府
、

大
阪
府
、
兵
庫
県
、
鳥
取
県
、
徳

島
県
、
中
国
地
方
知
事
会
、
九
州

地
方
知
事
会

産
業
集
積
の
形
成
又
は
産
業

集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
基

本
的
な
計
画
に
係
る
国
の
同

意
協
議
の
見
直
し

（
企
業
立
地
促
進
法
）

産
業
集
積
の
形
成
又
は
産
業
集
積
の
活
性

化
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
に
係
る
国
の

同
意
協
議
を
見
直
す
（
一
部
事
項
の
事
後

報
告
化
等
）
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に
尊
重

さ
れ
た
い
。

1
6

広
島
県
、
聖
籠
町
、
中
国
地
方
知

事
会

緑
地
面
積
率
等
に
係
る
地
域

準
則
に
つ
い
て
の
条
例
制
定

権
限
の
希
望
す
る
町
村
へ
の

移
譲

（
工
場
立
地
法
）

第
２
次
一
括
法
に
よ
り
市
ま
で
移
譲
さ
れ

て
い
る
、
緑
地
面
積
率
等
に
係
る
地
域
準

則
に
つ
い
て
の
条
例
制
定
権
限
を
希
望
す

る
町
村
へ
移
譲
す
る
。

意
見
な
し
。

1
7

愛
媛
県

工
場
立
地
法
の
緑
地
面
積
に

係
る
規
制
緩
和

（
工
場
立
地
法
）

工
場
立
地
法
に
基
づ
く
緑
地
面
積
に
係
る

変
更
届
出
の
適
用
除
外
の
対
象
を
拡
大
す

る
。

提
案
団
体
の
意
見
を
十
分
に
尊
重

さ
れ
た
い
。

1
8

土
木
・
建
築

愛
媛
県

公
営

住
宅

建
替

事
業

の
施

行
要
件
の
緩
和

（
公
営
住
宅
法
）

公
営

住
宅

建
替

事
業

の
定

義
で

あ
る

現
地

建
替

要
件

を
廃

止
し

、
施

行
要

件
で

あ
る

敷
地
規
模
要
件
（
市
街

地
0
.
1
h
a
以
上

）
及

び
戸

数
要

件
（

従
前

戸
数

以
上

）
を

廃
止

す
る
。

提
案

団
体

の
提

案
の

実
現

に
向

け
て
、
積
極
的
な
検
討
を
求
め
る
。
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国
保

の
過

誤
調

整
に
関

す
る
提

案
（
全

国
市

長
会

）

番
号

管
理
番

号
内

訳

提
案
区
分

提
案
事
項

（
事

項
名

）
求

め
る
措

置
の

具
体
的
内
容

具
体

的
な
支

障
事

例
、
地

域
の

実
情
を
踏

ま
え
た
必

要
性

等

区
分

分
野

対
象
団
体

備
考

移
譲
前

2
1
9

① 市 区 町 村 か ら 提 案 が あ っ た も の

B 地 方 に 対 す る 規 制 緩 和

医 療 ・ 福 祉

保 険 者 （ 国 保 等 ）

資
格

を
喪

失
し
た

被
保
険
者
の
受

診
に
伴

う
過

誤
調

整
に
係

る
事

務
処

理
の
見
直
し

資
格

を
喪

失
し
た

被
保
険
者
の
受

診
に
伴

う
過

誤
調

整
に
つ
い
て
、
被

保
険

者
を
介

さ
ず

保
険
者
等
の
間
に

お
い
て
直
接
処
理

で
き
る
よ
う
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。

【
支

障
事

例
】

転
職
等
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
か
ら
別
の
保
険
に
異
動
し
た
と

き
に
起
こ
る
。

過
誤
調
整
の
方
法
は
、
旧
保
険
者
の
国
保
が
医
療
機
関
に
支

払
っ
た
額
を
被
保
険
者
に
一
旦
負
担
し
て
も
ら
い
、
そ
の
被
保
険
者

が
新
た
に
加
入
し
た
保
険
者
に
請
求
す
る
。

過
誤
調
整
は

、
１
市
で
年
間
２
０
０
件
を
超
え
て
い
る
団
体
が

あ
る
。

被
保

険
者

と
し
て
は

、
医

療
機

関
で
既

に
一

部
負

担
金

を
支

払
っ

て
お
り
、
更

に
保

険
者

負
担

分
の

肩
代

わ
り
に
つ
い
て
、
納

得
し
て

も
ら
う
の

に
時

間
が

か
か

る
。
ま
た
、
途

中
で
連

絡
が

つ
か

な
く
な
る

場
合

も
あ
り
、
最

悪
の

場
合

、
支

払
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ

は
保

険
者

に
と
っ
て
煩

雑
で
あ
り
、
被

保
険

者
に
も
負

担
で

あ
る
。

【
提

案
に
対

す
る
国

の
対

応
等

】
こ
の
提
案
は
、
全
国
市
長
会
に
お
い
て
、
国
に
対
し
、
平
成
1
1
年

６
月

か
ら
要

望
・
提

言
し
て
い
る
。

厚
労
省
で
は
、
市
町
村
事
務
の
負
担
の
軽
減
の
観
点
か
ら
、
事

務
の

効
率

化
へ

の
取

り
組

み
は

必
要

で
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が

、
資

格
喪

失
後

受
診

に
伴

う
保

険
者

間
の

過
誤

調
整

は
、

被
保

険
者

が
新

保
険

者
に
療

養
費

の
請

求
を
行

う
際

に
、
被

保
険

者
と
旧
保
険
者
で
合
意
し
た
上
で
、
旧
保
険
者
に
受
領
に
つ
い
て

委
任
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
療
養
費
を
新
保
険
者
か
ら
旧
保
険
者
に

直
接
支
払
わ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
具
体
的
な
処
理
が
実
施

で
き
る
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
、
関
係
者
と
協
議
し
検
討
し
た
い
と

し
て
い
る
。

こ
の

対
応

で
は

、
保

険
者

が
被

保
険

者
と
接
触

す
る
必

要
が

あ
り
、

保
険
者
と
被
保
険
者
と
も
に
、
事
務
的
な
負
担
が
残
る
こ
と
か
ら
、

被
保

険
者

を
介

さ
ず
保

険
者

等
の

間
に
お
い
て
直

接
処

理
で
き
る

仕
組

み
が

必
要

で
あ
る
。

【
効

果
】

本
提
案
が
実
現
す
れ
ば
、
被
保
険
者
は
事
務
的
金
銭
的
な
負
担

が
無

く
な
り
、
保

険
者

は
迅

速
な
事

務
処

理
が

可
能

と
な
り
、
事

務
的
負
担
も
軽
減
す
る
。

全
国
市
長
会

資
料
２
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根
拠
法
令
等

制
度

の
所

管
・
関

係
府

省
庁

提
案

団
体

関
係
府
省
の
見
解

全
国

市
長

会
の

意
見

回
答

府
省

区
分

意
見

国 民 健 康 保 険 法 第 ８ 条

厚 生 労 働 省

全 国 市 長 会

厚 生 労 働 省

C 対 応 不 可

資
格
喪
失
後
受
診
な
ど
に
よ
り
、
被
保
険
者

が
こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
保
険
者
（
以
下

「
旧

保
険

者
」
と
い
う
。
）
に
対

し
て
保

険
給

付
返

還
金

債
務

を
負

う
一

方
で
、
新

た
に
加

入
し
た
保
険
者
（
以
下
「
現
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に

対
す
る
療
養
費
請
求
権
を
有
す
る
場
合
に
、

債
権

譲
渡

等
に
よ
り
旧

保
険

者
が

現
保

険
者

に
対

し
て
直

接
に
療

養
費

の
請

求
を
行

う
こ
と

は
認

め
ら
れ

な
い
。
（
国

民
健

康
保

険
法

第
6
7
条

）

た
だ
し
、
被
保
険
者
が
現
保
険
者
に
療
養

費
の

請
求

を
行

う
際

に
、
被

保
険

者
と
旧

保
険
者
で
合
意
し
た
上
で
、
旧
保
険
者
に
受
領

に
つ
い
て
委
任
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
療
養
費

を
現

保
険

者
か

ら
旧

保
険

者
に
直

接
支

払
う

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
う
し
た

事
務
処
理
の
実
施
に
向
け
て
、
現
在
、
関
係

者
と
調

整
中

で
あ
り
、
調

整
終

了
後

、
速

や
か

に
周

知
す
る
予

定
で
あ
る
。

会
計

検
査

院
か

ら
厚

生
労

働
省

に
対

し
、
平

成
2
5
年

３
月

2
6
日

（
2
5
検

第
1
9
5

号
）
に
お
い
て
、
保

険
者

等
が

債
権

の
回

収
を
速

や
か

に
行

う
こ
と
が

で
き
る

よ
う
、
被

保
険

者
資

格
喪

失
後

の
受

診
等

に
よ
る
返

還
金

に
係

り
医

療
費

相
当

額
を
保

険
者

等
の

間
で
相

互
に
調

整
で
き
る
体

制
を
整

備
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
関
係
府
省
と
も
調
整
す
る
な
ど
し
て
、
具
体
的
な
検
討
に
着
手
す
る
こ

と
が
求
め
て
い
る
。

厚
労
省
が
現
在
考
え
て
い
る
方
策
で
は
、
旧
保
険
者
が
被
保
険
者
か
ら
受

領
に
つ
い
て
委
任
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
被
保
険
者
と
連
絡
が
取

れ
な
い
場

合
は

、
債

権
の

回
収

を
速

や
か

に
行

う
こ
と
が

で
き
ず
、
会

計
検

査
院
の
意
見
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

旧
保
険
者
が
被
保
険
者
と
連
絡
を
取
る
に
は
、
例
え
ば
、
被
保
険
者
が
自
宅

に
帰

っ
て
く
る
時

間
帯

に
電

話
を
す
る
が

、
被

保
険

者
が

不
在

で
あ
れ

ば
、
何

回
も
連
絡
す
る
必
要
が
あ
る
。
担
当
職
員
は
、
超
過
勤
務
を
強
い
ら
れ

る
ば

か
り
で
な
く
、
労

力
、
経

費
と
も
に
無

駄
で
あ
り
、
人

員
が

限
ら
れ

て
い
る
中

、
業
務
を
圧
迫
し
て
い
る
。
保
険
者
同
士
で
あ
れ
ば
、
勤
務
時
間
内
に
連
絡
が

取
れ

、
債

権
の

回
収

も
速

や
か

に
行

う
こ
と
が

で
き
る
。

被
保
険
者
の
事
務
的
、
金
銭
的
負
担
を
無
く
し
、
保
険
者
の
事
務
的
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
被
保
険
者
を
介
さ
ず
保
険
者
等
の
間
に
お
い
て
直
接
処
理

で
き
る
仕
組
み
を
構
築
さ
れ
た
い
。
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国土交通省からの第１次回答 全国町村会提出資料

714
区域区分の決定（変更）に
係る要件の緩和

「都市計画運用指針」で示
している市街化区域の要
件に関して、「特殊な事情
により、市町村土地利用
施策が制度面から支障が
生じているなどの市町村
の場合は、その市町村の
土地利用構想に基づき市
街化を図るべき区域」とす
るなど考えられる。

【町都市計画の経緯】
本町は、S39年に新産業都市建設促進法の指定がされ、国・県主導の新潟
東港開発を機にS39年都市計画指定、S45年に近隣市町村と新潟都市計画
区域として線引きされた。結果、政策的な必要性に迫られたものといえ、大部
分を占める地域は市街化調整区域となった。
【支障事例】
現在、町都市計画マスタープランに基づき、個性豊かで特色ある独自のまち
づくりを進めているが、実現化にあたっては区域区分規制で困難となってい
る。例として、S52年の役場庁舎移転や町制施行を機に、役場周辺地区に公
共施設を整備し、地区を「中心市街地促進エリア」とし住環境整備促進してい
るが、市街化調整区域により円滑な促進が抑制されている。新潟都市計画
区域は、3市町構成で、区域区分変更は単独市町ではできず、また、区域区
分の考え方は、都市計画法第7条に関連して都市計画運用指針に示されて
いるが、市街化区域編入は確固たる整備の担保性、さらに、全体人口フレー
ムの調整等から変更要件が厳しく、まちづくりの自由度は極めて低いものと
なっている。
【制度改正の必要性】
線引き都市計画は大都市圏では効果的に機能していると理解されるが、線
引き後40年以上経過し、時代の潮流の中で町の姿は大きく変わり、当初から
引きずる土地利用規制の下で、描くまちづくり推進の方向性と法制度とが大
きく乖離している事例もあるものと考える。よって、特色あるまちづくりを目指
すためには、特殊事情により支障が生じている市町村においては、区域区分
の変更等に関する都市計画決定に対して、要件を大幅に緩和することで、実
態に応じた柔軟で適正な都市計画の推進が図られるよう改革を望むもので
ある。

都市計画法第7条
都市計画運用指針
Ⅳ-2-1-B

添付資料：
・聖籠町都市計画
区域図
・第2次都市計画マ
スタープランにおけ
る全体構想図

国土交通省 聖籠町
D　現行規定
により対応可
能

区域区分を定める場合、運用指針における考え方を基本としつつも、地域の
特殊事情等を踏まえ、法令の範囲内においてこれによらない方法で定めるこ
とは可能。

地方公共団体においては、国が示す運用指針における考え方が基本とされ
ることは、記述の有無の意義は大きいものであることから、運用指針の中で、
特殊事情等も踏まえることでも可能であることについて、何らかの明記を求
めるものである。

970
町村の都市計画の決定に
関する都道府県の同意の
廃止

町村が都市計画を決定す
る場合の都道府県知事の
同意を不要とする。

【制度の現状】
「市町村」が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事
に協議し、その同意を得なければならなかったが、第１次一括法の義務付
け・枠付けの改正により、都道府県知事の同意については、「町村」のみ必要
であるとされ、「市」と「町村」で都道府県の関与に差が生じている。
【制度改正の必要性】
首都圏等に位置し、都市計画に関わる行政経験も十分ある町村や人口規模
において市よりも大きい町村がある中で、町村が一律に執行体制、経験等が
不足しているとの理由から同意が必要との考え方は合理性がない。
都市計画は、それぞれ市町村単位で行われるが、行政区域を越えた広域的
な土地利用など、隣接する市と町村が連携した「まちづくり」を進めるために
も、都道府県への事務の扱いは「協議」に一本化すべきである。

都市計画法第19条
第3項(市町村の都
市計画の決定）

本件については第
４次一括法（平成26
年5月28日成立）に
向けて提案してい
たものであるが、第
４次一括法では実
現されなかったもの
である。

国土交通省 全国町村会 C　対応不可

本提案は、すでに過去の議論（「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」
（平成25年３月12日閣議決定）、「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15
日閣議決定）の決定に至るまでの議論）において結論が出ていると承知して
いる。
なお、過去の議論と同様、本提案については当省として以下のとおりと考え
る。
市町村が定める都市計画については、広域調整及び都道府県決定の都市
計画との適合を図る観点から、都道府県知事が「同意」という拒否権を留保し
た形で協議を行うこととされてきたところ。
この点、市が行う都市計画については、都市計画制度における累次の分権
化により市町村が定める都市計画権限・件数が大幅に増加しており、さら
に、町村と比較しても市は都市計画に関する執行体制、経験等が充実してい
ること等を踏まえ、都道府県知事との協議における同意を不要とするため、
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律」（平成23年法律第37号。第１次分権一括法。）にお
いて措置したところであり、町村においては引き続き同意を要する協議を存
置すべき（地方分権委員会第３次勧告においても、存置を許容するとの結論
が得られているものである）。

今回の所管省からの回答は過去の勧告で結論が出ているので「対応不可」
というものだが、今回の「提案募集方式」の趣旨は委員会勧告に替わる新た
な手法として、地方の発意に根ざした取り組みを推進し、地方分権改革に関
する提案を広く募集してその実現に向けて検討を行うというものであり、こうし
た趣旨を踏まえられ、提案どおり前向きな検討をお願いしたい。

81
区域区分に関する都市計
画の決定権限に係る市町
村への移譲

都市計画法第１５条第１項
第２号を削除し、区域区分
に関する都市計画は市町
村が定めるものとすること

【制度改正の必要性】
現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化し、
基礎自治体が疲弊している状況である。
そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改
革の時代のなかで、地域の元気を創造し活性化するための施策を実施して
いるが、自立した地域を目指すためには、基礎自治体の判断で土地利用の
誘導を行うことも必要である。
都市計画法による区域区分は、高度経済成長期における人口増加という社
会情勢のなかで設定されたもので、現在の時代とは大きな隔たりがあり、区
域区分制度を画一的に適用する合理性はなくなっている。
また、その決定については、都道府県が行うことになっており、基礎自治体が
独自のまちづくりを行ううえでの阻害要因となっている。
もちろん無秩序な開発等は抑制しなければならないが、土地利用の誘導を基
礎自治体が行うことができるような体制にすることで、地域特性を活かした独
自のまちづくりを展開することが可能となり、地域の活性化につながるものと
考える。
そのため、地域に密着した土地利用に関する各種の規制については、基礎
自治体の責任において主体的な取り組みを行うことが必要であると考え、都
市計画法第15条の改正を求める。

【制度改正によって生じる懸念に対する方策】
区域区分に関する都市計画を決定するにあたり、周辺市町との調整を図る
機関が必要であると考えるが、関係する首長や有識者等で構成する広域調
整協議会等を設立し、広域的な調整を図りたいと考えている。

都市計画法第15条
第1項第2号

国土交通省 松前町 C　対応不可

本提案は、すでに過去の議論（「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」
（平成25年３月12日閣議決定）、「地域主権戦略大綱」（平成22年６月22日閣
議決定）の決定に至るまでの議論）において結論が出ていると承知している。
なお、過去の議論と同様、本提案については当省として以下のとおりと考え
る。
区域区分は、一の市町村の区域を越えて指定されうる都市計画区域全体を
対象として、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区
域マスタープラン）に基づき、市街地の拡大可能性や公共施設の整備状況、
緑地等自然的環境の整備又は保全への配慮等を即地的に総合勘案して定
められるものであることに鑑みて、都市計画区域の指定主体である都道府県
が広域的な観点から定めることとされているところであり、都道府県が定める
ことが適切である。

今回の所管省からの回答は過去の勧告で結論が出ているので「対応不可」
というものだが、今回の「提案募集方式」の趣旨は委員会勧告に替わる新た
な手法として、地方の発意に根ざした取り組みを推進し、地方分権改革に関
する提案を広く募集してその実現に向けて検討を行うというものであり、こうし
た趣旨を踏まえられ、提案どおり前向きな検討をお願いしたい。

意見
管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項） 提案団体
区分 回答

各府省からの第１次回答 全国町村会の意見

補足資料

全国町村会提出資料

27

CO886158
長方形



農林水産省からの第１次回答 全国町村会提出

971

市町村が施行者となる公
益的な事業の用地として
供する場合の保安林指定
解除の取扱い

「森林法第26条の２第４項
の規定に基づく協議に係
る農林水産大臣の同意の
基準等について」（平成12
年６月23日　林野庁治山
課長通知）、「規制緩和推
進３か年計画に基づく許
認可等の審査・処理の迅
速化等について」（18林整
治第2729号）の改正

　一の市町村内で完結する民有保安林であって、市町村が施行者となり事
業を行う際に必要となる保安林指定解除については、当該市町村に存する
保安林における指定目的の達成と事業に伴う解除との間で比較衡量を行っ
たものとして、市町村が策定する土地利用計画等に位置づけることにより、
「公益上の理由」による解除として取り扱うことができるよう基準の明確化を
図る。
また、その申請に当たっては、市町村において当該計画等の策定段階で十
分な比較衡量が行われていることに鑑み、申請に係る都道府県知事の処理
のうち、例えば「調査」「適否審査」については、相当程度処理期間を短縮で
きると考えられることから、標準処理期間を短縮するなど、手続上の迅速化・
簡素化を図ることとする。
【求める制度改正の詳細】
　森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大臣の同意
の基準等について（平成12年６月23日　林野庁治山課長通知）を改正し、の
１（２）に、「また一の市町村の区域内の保安林において市町村が施行者とな
り行う事業のうち、当該市町村の策定する計画に位置付けられたものに係る
指定解除」などを加える。
　また、規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等
について（18林整治第2729号）を改正し、（１）ウに「ただし、一の市町村内で
完結する民有林について、当該市町村が指定解除を申請する場合にあって
は、２か月」を追加するなどの措置を講じる。

「森林法第26条の２
第４項の規定に基
づく協議に係る農
林水産大臣の同意
の基準等について」
（平成12年６月23日
林野庁治山課長通
知）
「規制緩和推進３か
年計画に基づく許
認可等の審査・処
理の迅速化等につ
いて」（18林整治第
2729号）

添付資料：「求める
制度改正の考え
方」も参照

農林水産省
（林野庁）

全国町村会 C　対応不可

　森林法第26条第2項又は同法第26条の2第2項に規定する、いわゆる「公益
上の理由」による解除に該当する場合として取り扱う事案は、市町村道の開
設、改良をはじめ、土地収用法や鉱業法等に基づき土地を収用若しくは使用
できることとされている事案のほか、電気事業法第2条第1項第8号に規定す
る特定規模電気事業者がその事業の用に供する電気工作物の設置をする
場合としている。したがって、事案毎に市町村長にその判断が委ねられるよう
な場合を含めることは適当ではない。

一の市町村内で完結する民有林であり、かつ、民間の事業者などと異なり、
市町村が、保安林における指定目的の達成と事業に伴う指定解除との間で
比較衡量を行い計画に明確に位置付けた公の事業を対象とすることから、
土地収用法や鉱業法等に基づき土地を収用若しくは使用できることとされて
いる事案及び電気事業法第2条第1項第8号に規定する特定規模電気事業
者がその事業の用に供する電気工作物の設置をする場合と同等の取扱いと
すべきである。

市町村が施行者となる公
益的な事業の用地として
供する場合の保安林指定
解除の取扱い

「森林法第26条の２第４項
の規定に基づく協議に係
る農林水産大臣の同意の
基準等について」（平成12
年６月23日　林野庁治山
課長通知）、「規制緩和推
進３か年計画に基づく許
認可等の審査・処理の迅
速化等について」（18林整
治第2729号）の改正

　一の市町村内で完結する民有保安林であって、市町村が施行者となり事
業を行う際に必要となる保安林指定解除については、当該市町村に存する
保安林における指定目的の達成と事業に伴う解除との間で比較衡量を行っ
たものとして、市町村が策定する土地利用計画等に位置づけることにより、
「公益上の理由」による解除として取り扱うことができるよう基準の明確化を
図る。
また、その申請に当たっては、市町村において当該計画等の策定段階で十
分な比較衡量が行われていることに鑑み、申請に係る都道府県知事の処理
のうち、例えば「調査」「適否審査」については、相当程度処理期間を短縮で
きると考えられることから、標準処理期間を短縮するなど、手続上の迅速化・
簡素化を図ることとする。
【求める制度改正の詳細】
　森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大臣の同意
の基準等について（平成12年６月23日　林野庁治山課長通知）を改正し、の
１（２）に、「また一の市町村の区域内の保安林において市町村が施行者とな
り行う事業のうち、当該市町村の策定する計画に位置付けられたものに係る
指定解除」などを加える。
　また、規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等
について（18林整治第2729号）を改正し、（１）ウに「ただし、一の市町村内で
完結する民有林について、当該市町村が指定解除を申請する場合にあって
は、２か月」を追加するなどの措置を講じる。

「森林法第26条の２
第４項の規定に基
づく協議に係る農
林水産大臣の同意
の基準等について」
（平成12年６月23日
林野庁治山課長通
知）
「規制緩和推進３か
年計画に基づく許
認可等の審査・処
理の迅速化等につ
いて」（18林整治第
2729号）

添付資料：「求める
制度改正の考え
方」も参照

農林水産省
（林野庁）

全国町村会
D　現行規定
により対応可
能

　都道府県知事権限の保安林の指定の解除処分に係る標準処理期間につ
いては、国から都道府県に対し、概ね３ヶ月以内に設定するよう要請している
ところであり、当該標準処理期間については、都道府県知事の裁量で御提案
にあるような期間を設定いただくことは可能である。

自らの市町村域に存する保安林において市町村が計画する公益的な事業に
ついては、地域における保安林の配備状況などを最も把握している市町村
が十分な「適否審査」等を行っている事を踏まえ、保安林の指定解除に係る
手続き上の迅速化・簡素化を図るとともに、都道府県単位で差異が生じるこ
とがないよう、国において統一的な標準処理期間（２ヶ月）を定めるべきであ
る。

431
鳥獣被害防止総合対策交
付金の採択要件の緩和に
ついて

鳥獣被害防止施設（電気
柵等）の整備事業を実施
する場合、受益戸数が「３
戸以上」であることが採択
要件とされているが、これ
を１戸でも集落で共同管
理する場合には対象とな
るよう要件の緩和を行う。

【具体的な支障事例】
農地の集約化が進む中、一団の農地を１人の担い手が耕作する場合は、本
交付金の対象とならず、一方で集約化されずに３戸以上の担い手が耕作す
る場合には対象となるのは、不公平感を生じさせ、農地の集約化を目指す現
行施策と整合しない。
【制度改正必要性】
１戸の担い手に農地を集約した場合、国の採択要件に合わず、電気柵等を
張る場合に自己負担となるため、受益戸数が１戸でも集落で共同管理する
場合には対象となるよう要件の緩和を行う。

鳥獣被害防止総合
対策交付金実施要
綱別表１

農林水産省 立山町 C　対応不可

　農林水産省においては効果的な被害防止対策を推進する観点から、地域
全体で取り組む侵入防止柵の設置等に対する支援を行っています。
　当該交付金の３戸要件とは、耕作の担い手が３戸ということではなく、自給
的農家や畜産農家も含め、侵入防止柵の設置等により受益する農家が３戸
以上あれば良いとしています。
　なお、当該交付金の活用が困難な場合、市町村が策定した被害防止計画
に基づいて実施する取組による経費のうち、駆除等経費については、市町村
が負担した経費の８割が特別交付税で措置されるので、これの活用も検討し
ていただきたいです。

３戸要件の受益する農家の定義について明示いただきたい。

制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項） 提案団体
管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答 意見

全国町村会の意見

28



制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項） 提案団体
管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
各府省からの第１次回答

区分 回答 意見

全国町村会の意見

817
農業委員の選挙制度を廃
止し、市町村長による選任
制度に一元化

農業委員については、農
業者による選挙制度と市
町村長による選任制度が
併用されているが、後者
（市町村長による選任制
度）に一元化すること。

【現行】
農業委員については、農業者による選挙制度と市町村長による選任制度が
併用されている。
選任委員については、農業協同組合や農業共済組合、土地改良区から推薦
された者や市町村議会から学識経験者として推薦された者で構成されてい
る。
【改正による効果】
市町村長による選任制度に一元化することにより、消費者、女性、農業者の
創意工夫を引き出すことに優れた識見を有する者等、幅広い分野からの参
画を得ることにより、農業委員会の事務の円滑な遂行を図ることができるとと
もに、より実務的に機能する者を選任することができる。

農業委員会法第７
条～第１７条

農林水産省 兵庫県
E　提案の実
現に向けて
対応を検討

　農業委員の選挙･選任方法については、規制改革実施計画（平成26年6月
24日閣議決定）において、選挙制度を廃止するとともに、議会推薦･団体推薦
による選任制度も廃止し、市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任
委員に一元化することとされ、次期通常国会に関連法案の提出を目指すこと
となっています。

　「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり農
業委員会の選任委員の比率を高めるべきである。

124 転用許可基準の条例委任

農地法第４条及び第５条
を改正し、地域の実情に
合った許可基準を設定で
きるよう条例委任するこ
と。

　現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化
し、基礎自治体が疲弊している状況である。
そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改
革の時代のなかで、地域の元気を創造し活性化するための施策を実施して
いるが、自立した地域を目指すためには、基礎自治体の判断で土地利用の
誘導を行うことも必要である。
　土地利用はまちづくりの基本であり、地域の実情や住民ニーズを反映しな
がら、よりよいまちづくりを展開するため、優良農地をどのように守り、どのよ
うに有効活用していくのかという判断については、地域の実情を一番理解し
ている基礎自治体の責任において行うべきである。
　しかし、現行制度では、大臣や知事の許可になっており、地方分権を進め
るうえでの阻害要因になるとともに、迅速性にも欠けている状況である。
地域の経済や住民の生活を考慮しながら、よりよい土地利用を進めること
は、地方分権を進めるうえで重要な施策の一つであり、それを担うのは基礎
自治体である。
　そのため、地域の実情にあった許可基準を設定できるよう、農地法第４条
及び第５条の改正を求める。
【支障事例１】
　片側２車線の町道が完成し、分断線としては認められたが、「特別な施設
の立地条件を必要とする施設」で規定している「流通業務施設」「休憩所」「給
油所」等の施設については、国、県道ではないということで認められていな
い。
【支障事例２】
　自治体が設置する地域のコミュニティ施設や消防団の施設等、公共性の高
い施設にも、同様の立地条件が適用されるため地域が要望する場所に設置
できない例があった。

農地法第4条第2
項、第5条第2項

農林水産省 松前町 C　対応不可

　国民への食料の安定供給を図るためには、優良農地の確保が必要である
との観点から、第一種農地等全国的にみて確保すべき優良農地の基準を示
す農地転用許可基準について、全国統一した基準を定めているところであ
り、当該基準を市町村の判断に委ねることは適切ではない。

「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、国
と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した
上で、農地転用許可・農振農用地区域の設定・変更については市町村が担
うこととするべきである。
併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体
制の確保など、事務・権限を適切に運用できるような制度設計とするべきで
ある。

80
全ての市町村に転用許可
権限を移譲

農地法第4条及び第5条を
改正し、農地転用の許可
を市町村が行うようにする

　現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化
し、基礎自治体が疲弊している状況である。
　そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改
革の時代のなかで、地域の元気を創造し活性化するための施策を実施して
いるが、自立した地域を目指すためには、基礎自治体の判断で土地利用の
誘導を行うことも必要である。
　土地利用はまちづくりの基本であり、地域の実情や住民ニーズを反映しな
がら、よりよいまちづくりを展開するため、優良農地をどのように守り、どのよ
うに有効活用していくのかという判断については、地域の実情を一番理解し
ている基礎自治体の責任において行うべきである。
　しかし、現行制度では、大臣や知事の許可になっており、地方分権を進め
るうえでの阻害要因になるとともに、迅速性にも欠けている状況である。
　地域の経済や住民の生活を考慮しながら、よりよい土地利用を進めること
は、地方分権を進めるうえで重要な施策の一つであり、それを担うのは基礎
自治体である。
　そのため、農地転用の許可を市町村が行うことができるよう、農地法第4条
及び第5条の改正を求める。

農地法第4条第1
項、第5条第1項

農林水産省 松前町
農地・農村部
会において検
討中

　農地制度のあり方については、市町村による地域の実情に応じた土地利
用の実現のみでなく、国民への食料の安定供給等の基盤である農地の確保
をどのように図っていくかという観点からも検討する必要があると考えてい
る。

　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限
の移譲等に関する見直し方針について（平成25年12月20日閣議決定）に基
づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、
農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画
の検討と併せて検討しているところである。

(詳細は別添参照)

「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、国
と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した
上で、農地転用許可・農振農用地区域の設定・変更については市町村が担
うこととするべきである。
併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体
制の確保など、事務・権限を適切に運用できるような制度設計とするべきで
ある。
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厚生労働省からの第１次回答 全国町村会提出資料

322-2

介護保険サービス事業所
や福祉サービス事業所の
指定・許可に係る市町村
長との事前協議制の確立

通所介護事業所や住宅型
有料老人ホーム、障害者
福祉サービス等を整備す
る場合について、都道府
県が市町村に対して事前
協議を実施することを定
める規定の設置を求める
もの。

【支障事例】
市町村においては、介護保険サービスや障害者福祉サービスについて、中
期的な見通しに基づき施設の設置やサービス量の確保の計画を住民の参
加を得て策定し、介護保険については、それに基づき介護保険料の設定等
を行い、計画的な運営を実施している。
近年、住宅型有料老人ホームに併せ通所の介護サービス事業を展開する事
業者の進出や新らたな障害者福祉サービスを展開する事業者が増加傾向
にあるが、これらのサービス事業についての指定・許可の権限は、地域密着
型サービスを除いて市町村にはなく、都道府県において行われている。
市町村が策定している計画を考慮することなく、指定・許可の決定を行うこと
で、新たな事業展開により事業費が市町村の計画数値を上回り、市の負担
や介護保険料の増加が見込まれる。
【制度改正の必要性】
このように福祉サービス事業の指定・許可は、市町村の財政負担や介護保
険料の増加等多大な影響を及ぼすため、全ての福祉施設の設置及びサー
ビス事業の開始について市町村長との事前協議制の確立を図り、市町村長
の意見を十分に考慮した指定・許可を行うことができるように制度改正するこ
とが必要である。少なくとも、例外なく市町村へ事前情報の提供を行うように
制度改正することが必要である。

介護保険法第70条
障害者の日常生活
及び社会生活を総
合的に支援するた
めの法律第36条

厚生労働省 萩市 C　対応不可

　本提案は、新たな障害福祉サービス事業所の設置に当たって、都道府県
に市町村との事前協議を義務づけることにより、市町村の計画に基づき想定
される財政負担以上の負担を抑制することを目的としていると思料される。し
かし、新たな財政負担はサービス利用者の需要があってはじめて生じるもの
であり、新たな障害福祉サービス事業所の設置により生み出されるものでは
なく、本提案と財政負担の抑制に相関関係はなく、本提案をもって財政負担
の抑制を行うことはできない。

この提案で最も重要なことは、住民に最も身近な市町村が、住民と協働し
て、求められるオーダーメイドの地域を共に作り上げていく取り組みに支障が
生じることである。都道府県の計画に沿う内容であっても、それが直ちに市町
村が望んでいるとは限らないことから、福祉施設の設置及びサービス事業の
開始について、市町村長との事前協議を図り、市町村長の意見を十分に考
慮した指定・許可を行うことができるように制度改正すべきである。

219
資格を喪失した被保険者
の受診に伴う過誤調整に
係る事務処理の見直し

資格を喪失した被保険者
の受診に伴う過誤調整に
ついて、被保険者を介さ
ず保険者等の間において
直接処理できるよう措置
を講じること。

【支障事例】
　転職等により、国民健康保険から別の保険に異動したときに起こる。
　過誤調整の方法は、旧保険者の国保が医療機関に支払った額を被保険者
に一旦負担してもらい、その被保険者が新たに加入した保険者に請求する。
　過誤調整は、１市で年間２００件を超えている団体がある。
　被保険者としては、医療機関で既に一部負担金を支払っており、更に保険
者負担分の肩代わりについて、納得してもらうのに時間がかかる。また、途
中で連絡がつかなくなる場合もあり、最悪の場合、支払ってもらえないことも
ある。
　これは保険者にとって煩雑であり、被保険者にも負担である。
【提案に対する国の対応等】
　この提案は、全国市長会において、国に対し、平成11年６月から要望・提言
している。
　厚労省では、市町村事務の負担の軽減の観点から、事務の効率化への取
り組みは必要であるとしているところであるが、資格喪失後受診に伴う保険
者間の過誤調整は、被保険者が新保険者に療養費の請求を行う際に、被保
険者と旧保険者で合意した上で、旧保険者に受領について委任を行うこと
で、その療養費を新保険者から旧保険者に直接支払わせることは可能であ
り、具体的な処理が実施できる体制の構築について、関係者と協議し検討し
たいとしている。
　この対応では、保険者が被保険者と接触する必要があり、保険者と被保険
者ともに、事務的な負担が残ることから、被保険者を介さず保険者等の間に
おいて直接処理できる仕組みが必要である。
【効果】
　本提案が実現すれば、被保険者は事務的金銭的な負担が無くなり、保険
者は迅速な事務処理が可能となり、事務的負担も軽減する。

国民健康保険法第
８条

厚生労働省 全国市長会 C　対応不可

　資格喪失後受診などにより、被保険者がこれまで加入していた保険者（以
下「旧保険者」という。）に対して保険給付返還金債務を負う一方で、新たに
加入した保険者（以下「現保険者」という。）に対する療養費請求権を有する
場合に、債権譲渡等により旧保険者が現保険者に対して直接に療養費の請
求を行うことは認められない。（国民健康保険法第67条）

　ただし、被保険者が現保険者に療養費の請求を行う際に、被保険者と旧保
険者で合意した上で、旧保険者に受領について委任を行うことで、その療養
費を現保険者から旧保険者に直接支払うことは可能であると考えており、こ
うした事務処理の実施に向けて、現在、関係者と調整中であり、調整終了
後、速やかに周知する予定である。

被保険者の合意を得た上で現保険者から旧保険者に直接支払う仕組みを検
討中とのことだが、旧保険者が被保険者と接触する必要があり、事務負担が
残ることには変わらないことから、被保険者を介さずに保険者間で直接処理
する仕組みが必要と考える。

348
資格喪失した被保険者の
受診に伴う過誤調整手続
の簡素化・迅速化

資格を喪失した被保険者
の受診に伴う過誤調整に
ついて、被保険者を介さ
ず保険者間において直接
処理できるよう措置を講じ
ること。

【支障事例】
　国保加入者（被保険者）が資格喪失（就職や扶養等）後に誤って国保を利
用して受診した場合、その期間に市町村国保から支払われた給付費（保険
者負担分）は、一旦全額を当該被保険者から市町村国保が徴収し、そのの
ち新保険者（社保等）から相当額が被保険者に対して支払われることとなっ
ている。しかし、その給付費が特に高額に及ぶ場合、被保険者からの徴収が
不調を来すケースが多い。
【懸念の解消策】
　このように、現行では当該被保険者との間で事務手続き（連絡調整及び徴
収）が必要であるが、本提案が実現し保険者間での調整が可能となれば、当
該被保険者にとっては負担が軽減され、市町村国保にとっては確実な徴収
が可能となる。さらに被保険者との手続きが省略されることにより、事務の簡
素化・迅速化が図られるとともに資格の適正化を期することができる。

国民健康保険法第
８条

厚生労働省 大分市 C　対応不可

　資格喪失後受診などにより、被保険者がこれまで加入していた保険者（以
下「旧保険者」という。）に対して保険給付返還金債務を負う一方で、新たに
加入した保険者（以下「現保険者」という。）に対する療養費請求権を有する
場合に、債権譲渡等により旧保険者が現保険者に対して直接に療養費の請
求を行うことは認められない。（国民健康保険法第67条）

　ただし、被保険者が現保険者に療養費の請求を行う際に、被保険者と旧保
険者で合意した上で、旧保険者に受領について委任を行うことで、その療養
費を現保険者から旧保険者に直接支払うことは可能であると考えており、こ
うした事務処理の実施に向けて、現在、関係者と調整中であり、調整終了
後、速やかに周知する予定である。

被保険者の合意を得た上で現保険者から旧保険者に直接支払う仕組みを検
討中とのことだが、旧保険者が被保険者と接触する必要があり、事務負担が
残ることには変わらないことから、被保険者を介さずに保険者間で直接処理
する仕組みが必要と考える。

回答 意見
制度の所管・
関係府省庁

提案団体
各府省からの第１次回答

区分

全国町村会の意見

補足資料
その他（特記事項）

管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
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回答 意見
制度の所管・
関係府省庁

提案団体
各府省からの第１次回答

区分

全国町村会の意見

補足資料
その他（特記事項）

管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等

694
介護保険制度における
「補足給付」の拡充

低所得者が施設サービス
及び短期入所サービスを
利用するにあたり、居住
費及び食費について、所
得に応じた負担限度額を
設定し、基準額との差額
を支給する「特定入所者
介護（予防）サービス費」
の支給（補足給付）の対
象に「認知症対応型共同
生活介護」（グループホー
ム）も含めるよう、介護保
険法について所要の規定
整備を行う。

【現状】
　介護保険制度では、低所得者の施設サービス利用が困難とならないよう、
低所得者が施設サービス及び短期入所サービスを利用するにあたり、居住
費及び食費について、所得に応じた負担限度額を設定し、基準額との差額を
支給する特定入所者介護（予防）サービス費」を支給（以下「補足給付」とい
う。）することとしている。
【支障事例】
現在、補足給付は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に常時入所す
る施設サービスと、介護保険施設に短期間入所する短期入所サービスのみ
が支給対象で、居住系のサービスは対象となっておらず、居住費や食費の
負担等により、低所得者がグループホームを利用できないという事態が生じ
ている。
【制度改正の必要性】
　今後、認知症高齢者の急激な増加が見込まれる中、低所得の認知症高齢
者のサービス利用が困難とならないよう、認知症のため介護を必要とする人
が少人数で共同生活するための居住系サービスである「認知症対応型共同
生活介護」（グループホーム）も補足給付の対象とする必要がある。

介護保険法第５１
条の３

厚生労働省
大阪府・京都
府・兵庫県・
徳島県

C　対応不可

介護保険制度では、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、居住
費・食費は自己負担が原則となっている。
そうした中、補足給付は平成１７年の制度改正により、介護保険３施設
（ショートステイを含む）の居住費・食費を保険給付の対象外とした際、低所
得の施設入所者に配慮するため、福祉的、経過的な性格を持つ給付として
創設されたものである。こうした補足給付の趣旨に照らせば、制度創設当初
から居住費・食費を保険給付外としているグループホームを補足給付の対象
に加えることは不適当である。
なお、平成２４年度より、グループホームの家賃・食材料費・光熱水費の費用
負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者を対
象とした助成制度を地域支援事業の任意事業として創設している。

補足給付は、低所得者対策として、介護保険制度の枠外で対応すべきであ
る。

162
地域子ども・子育て支援事
業における要件緩和

子ども・子育て支援新制
度のなかで「森のようちえ
ん」といった地域の特性を
活かした子育て支援事業
が実施できるように、子ど
も・子育て支援法第５９条
に定める「地域子ども・子
育て支援事業」において、
市町村の裁量で必要と考
える事業を組み込むこと
が出来るよう、対象要件を
緩和する。

森のようちえんとは、自然体験活動を基軸にした子育て・保育や乳幼児期教
育の総称で、国内でも広がりを見せているが、既存の保育所・幼稚園、さらに
は子ども・子育て支援新制度の枠組にない。
このため、市町村の子ども・子育て支援事業計画（法第６１条）において、広
がりつつある森のようちえんに入所する児童が計上されず、保護者のニーズ
等現状を踏まえた総合的な子ども・子育て支援のための計画にならないとい
う支障が生じる。
1950年代にデンマークで始まったもので、以後自然環境を活用した保育(幼
児教育)として世界に広がっており、北欧等では制度化も進み、公的補助や
専門指導者の養成プログラムも確立されている。
鳥取県と長野県の実施団体を実例対象に、「森のようちえん」における幼児
の発達について調査・分析したところ（鳥取大学へ委託）、身体性、精神性、
知性、社会性ともに好ましい発達が得られたとの結果が出ている。
これらを受けて、本県では、全国に先駆けて「森のようちえん」の運営費補助
等の支援を行うとともに、平成25年度から、官民協働で「森のようちえん認証
制度」について検討し、Ｈ27年4月からの創設を目指しているところ。
この「森のようちえん」を地域子ども・子育て支援事業のひとつとして確立す
ることになれば、都市部にはない、自然豊かな地域の特色を活かした子育て
支援として、移住定住の促進や地域の活性化につながる。

子ども子育て支援
法５９条、６１条（児
童福祉法第６条）

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

鳥取県、徳島
県

C　対応不可

　「森のようちえん」といった地域の特性を活かした子育て支援事業について
も、現行の対象事業の要件を満たせば国庫補助の対象となる。

　また、地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づ
いて対象事業が限定されており、新たな事業の追加や要件緩和には法改正
等が必要であり、国庫が投入される地域子ども・子育て支援事業には、法令
上位置づけられた全国的に普及している事業が対象となっている。

「魅力あふれる『まちづくり、ひとづくり、しごとづくり』を進めることにより、人口
減少を克服し、元気で豊かな地方の創生に全力を挙げる」ことが、今内閣の
基本方針となっている。よって、基本方針の主旨を踏まえ、地方の先進的な
取り組みについても、法令上位置づけることも含め、積極的に検討願いた
い。

319
保育所における給食の自
園調理原則の廃止又は過
疎地域等での適用除外

児童福祉施設の設備及び
運営に関する基準により、
保育所は、調理室の設置
が義務付けられ、自園調
理を原則としている。
保育所・小・中学校を含
め、地域一体となった食
育を推進するとともに、公
立保育園の合理的運営を
進める観点から、3歳未満
児の給食についても、調
理室の設置の義務付けや
自園調理の原則を緩和
し、外部搬入を認めるよう
求めるもの。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省第63条）第11
条第1項において、「児童福祉施設において、入所している者に食事を提供
するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法により行わなければならな
い。」とされている。
現在、一定の要件を満たす保育所においては、満3才以上児の給食の外部
搬入は認められているが、3才未満児の食事の提供については、特区認定を
受けた場合を除き外部搬入は認められていない。地方都市では少子化が進
行し、市街地保育所を除き、周辺部の保育所は入所児童が減少しているに
も関わらず、保育所給食は自園調理を原則としているため、業務委託をする
場合を除き、調理員の配置が必須となっている。
過疎地域においては、公営の共同調理場等を活用することにより、職員配置
の合理化をすることができるとともに、地域における一体的な食育を推進す
ることが可能となる。
現在も分園のある園については、本園から給食を搬送しており、特例の要件
である設備、衛生基準の遵守、食育プログラムに基づいた食事の提供をして
いる。
アレルギー児童が増加傾向にあるなか、公営の共同調理場等から保育所へ
給食を搬入することにより、就学後においてもアレルギー児童への対応がス
ムーズに行えるとともに、地域における保育所・小学校・中学校を一体とした
食育活動の展開が期待でき、運営の合理化が可能となることから、3歳未満
児の給食についても、調理室の設置の義務付けや自園調理の原則を緩和
し、外部搬入を認めるよう求める。

児童福祉施設の設
備及び運営に関す
る基準第11条第1
項

厚生労働省 萩市 C　対応不可

　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容
認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価で
は、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が認められたこ
とから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回
の評価意見を踏まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等
を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏
まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平
成２８年度に改めて評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的
に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検討していくこと
が必要。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃
止、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。
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回答 意見
制度の所管・
関係府省庁

提案団体
各府省からの第１次回答

区分

全国町村会の意見

補足資料
その他（特記事項）

管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等

518
保育所における給食の外
部搬入の拡大

保育所の給食は、3歳以
上児への給食の提供に限
り外部搬入が認められて
いるが、3歳未満児につい
ても外部搬入を認めるこ
と。

保育所の給食は原則自園調理であるが、3歳以上児への給食の提供に限り
一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入する方法）が認められ
ている。
3歳未満児への外部搬入は、構造改革特別区域法による認定を受けた場合
に限り、公立保育所のみ認められている。
本県所管域では3歳以上児のみの保育所は存在せず、全て3歳未満児を保
育している中で、3歳以上児のみを外部搬入、3歳未満児を自園調理とするメ
リットはなく、全ての園で自園調理を行っている。
3歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和
されれば、外部搬入に切り替え、不要となった調理室を保育室に転用するこ
とで受入児童数が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

児童福祉施設の設
備及び運営に関す
る基準第32条の２

厚生労働省 神奈川県 C　対応不可

　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容
認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価で
は、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が認められたこ
とから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回
の評価意見を踏まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等
を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏
まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平
成２８年度に改めて評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的
に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検討していくこと
が必要。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃
止、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。

724
小中学校の給食センター
から保育所への給食搬入
に関する規制緩和

小学校、中学校の給食セ
ンターから、保育所に給食
を搬入することができるよ
う、国の規制を緩和するこ
と

保育所においては、３歳未満児に対する給食の外部搬入は原則として認め
られていない。本県では、特に過疎地域において、保・小・中一貫教育に取り
組んでおり、この取組みをさらに推進するに当たり、保育所の給食を小学
校、中学校の給食センターから搬入できるよう、国の規制を緩和する。

児童福祉施設の設
備及び運営に関す
る基準第32条の２

厚生労働省
徳島県、京都
府、和歌山
県、大阪府

C　対応不可

　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容
認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価で
は、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が認められたこ
とから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回
の評価意見を踏まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等
を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏
まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平
成２８年度に改めて評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的
に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検討していくこと
が必要。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃
止、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。

519
認定こども園における給
食の外部搬入の拡大

認定こども園の給食は、３
歳以上児への給食の提供
に限り外部搬入が認めら
れているが、３歳未満児
についても外部搬入を認
めること。

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児へ
の給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入
する方法）が認められている。
幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満
児の受入れを検討しているが、自園調理（調理室の設置）がハードルとなり、
認定こども園化に踏み切れないという現状がある。
３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和
されれば、外部搬入に切り替えることにより、３歳未満児を受け入れる認定こ
ども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

就学前の子どもに
関する教育・保育等
の総合的な提供の
推進に関する法律
第３条第２項及び
第４項の規定に基
づき文部科学部と
厚生労働大臣とが
協議して定める施
設の設備及び運営
に関する基準

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

神奈川県 C　対応不可

　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容
認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価で
は、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が認められたこ
とから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回
の評価意見を踏まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等
を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏
まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平
成２８年度に改めて評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的
に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検討していくこと
が必要とされており、これは、３歳未満児を受け入れる認定こども園について
も同様である。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃
止、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。
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回答 意見
制度の所管・
関係府省庁

提案団体
各府省からの第１次回答

区分

全国町村会の意見

補足資料
その他（特記事項）

管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等

790

認定こども園における保
育室面積、食事の提供方
法、園舎及び園庭の位置
等に関する事項等、「従う
べき基準」とされている事
項の見直し

認定こども園における保
育室の面積、食事の提供
方法、園舎及び園庭の位
置等に関する事項等につ
いて、「従うべき基準」とさ
れているものについて、必
要となる財源を措置した
上で、「参酌すべき基準」
に見直すこと。

【支障事例】
児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面
積基準の設定など、自治体が主体的に決定することができない。中でも特
に、児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持するのは、土
地の確保が難しい都市部では問題がある。
乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運
営の大きな負担となっている施設がある。
都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内
に園庭を設けることが困難な地域がある。
【改正による効果】
地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合
理化を図ることができる。

就学前のこどもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律第13条第２項

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪
府、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

C　対応不可

　子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国
が最低限の基準を定めるべきであり、保育の質等に深刻な影響が生じ得る
ものについては「従うべき基準」として全国一律の基準としている。その理解
の下、既に「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）におい
て、以下のとおり結論が出ており、その後の特段の事情変更も認められな
い。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）抄
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主
体は都道府県、指定都市、中核市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及
び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。

　条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規
定、配置する職員の員数に関する基準に係る規定、居室の面積に関する基
準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権侵害の防止
等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係
る規定は、「標準」とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、
「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっては、東京等の一部の区域
に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に
係る規定は、「標準」とする。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化等の観点から「従うべき基準」を廃
止し、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。
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内閣府からの第1次回答 全国町村会提出資料

162
地域子ども・子育て支援事
業における要件緩和

子ども・子育て支援新制度
のなかで「森のようちえ
ん」といった地域の特性を
活かした子育て支援事業
が実施できるように、子ど
も・子育て支援法第５９条
に定める「地域子ども・子
育て支援事業」において、
市町村の裁量で必要と考
える事業を組み込むこと
が出来るよう、対象要件を
緩和する。

森のようちえんとは、自然体験活動を基軸にした子育て・保育や乳幼児期教
育の総称で、国内でも広がりを見せているが、既存の保育所・幼稚園、さらに
は子ども・子育て支援新制度の枠組にない。
このため、市町村の子ども・子育て支援事業計画（法第６１条）において、広
がりつつある森のようちえんに入所する児童が計上されず、保護者のニーズ
等現状を踏まえた総合的な子ども・子育て支援のための計画にならないとい
う支障が生じる。
1950年代にデンマークで始まったもので、以後自然環境を活用した保育(幼
児教育)として世界に広がっており、北欧等では制度化も進み、公的補助や
専門指導者の養成プログラムも確立されている。
鳥取県と長野県の実施団体を実例対象に、「森のようちえん」における幼児
の発達について調査・分析したところ（鳥取大学へ委託）、身体性、精神性、
知性、社会性ともに好ましい発達が得られたとの結果が出ている。
これらを受けて、本県では、全国に先駆けて「森のようちえん」の運営費補助
等の支援を行うとともに、平成25年度から、官民協働で「森のようちえん認証
制度」について検討し、Ｈ27年4月からの創設を目指しているところ。
この「森のようちえん」を地域子ども・子育て支援事業のひとつとして確立する
ことになれば、都市部にはない、自然豊かな地域の特色を活かした子育て支
援として、移住定住の促進や地域の活性化につながる。

子ども子育て支援
法５９条、６１条（児
童福祉法第６条）

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

鳥取県、徳島
県

C　対応不可

○「森のようちえん」といった地域の特性を活かした子育て支援事業について
も、現行の対象事業の要件を満たせば国庫補助の対象となる。

○地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づいて
対象事業が限定されており、新たな事業の追加や要件緩和には法改正等が
必要である。

○国庫が投入される地域子ども・子育て支援事業には、法令上位置づけら
れた全国的に普及している事業が対象となっている。

「魅力あふれる『まちづくり、ひとづくり、しごとづくり』を進めることにより、人口
減少を克服し、元気で豊かな地方の創生に全力を挙げる」ことが、今内閣の
基本方針となっている。よって、基本方針の主旨を踏まえ、地方の先進的な
取り組みについても、法令上位置づけることも含め、積極的に検討願いた
い。

519
認定こども園における給
食の外部搬入の拡大

認定こども園の給食は、３
歳以上児への給食の提供
に限り外部搬入が認めら
れているが、３歳未満児に
ついても外部搬入を認め
ること。

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児へ
の給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入
する方法）が認められている。
幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満
児の受入れを検討しているが、自園調理（調理室の設置）がハードルとなり、
認定こども園化に踏み切れないという現状がある。
３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和
されれば、外部搬入に切り替えることにより、３歳未満児を受け入れる認定こ
ども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

就学前の子どもに
関する教育・保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律第３条第２項及
び第４項の規定に
基づき文部科学部
と厚生労働大臣と
が協議して定める
施設の設備及び運
営に関する基準

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

神奈川県 C　対応不可

平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認
事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価で
は、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が認められたこ
とから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前
回の評価意見を踏まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン
等を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評価・調査委員会はそれを
踏まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、
平成２８年度に改めて評価を行う」こととされた。
したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的
に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検討していくこと
が必要。
また、公立保育所の場合は、自市町村の学校給食センター等により外部搬
入を行うことから、自市町村の施設・職員等による対応が可能であるのに対
し、私立保育所の場合は、公立保育所の場合のように自ら有する施設・職員
等ではなく、特にきめ細かな個別対応や配慮が必要となる３歳未満児につい
ては、搬入元と搬入先では公立保育所の場合以上に連携が必要となる。し
かし、公立保育所の場合であっても、搬入元と搬入先の連携が課題として明
らかになっている以上、私立保育所ではなおさら解決すべき課題が大きいこ
とから、現時点においては、特区での対応も困難である。
これは、３歳未満児を受け入れる認定こども園についても同様である。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃
止、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。

790

認定こども園における保
育室面積、食事の提供方
法、園舎及び園庭の位置
等に関する事項等、「従う
べき基準」とされている事
項の見直し

認定こども園における保
育室の面積、食事の提供
方法、園舎及び園庭の位
置等に関する事項等につ
いて、「従うべき基準」とさ
れているものについて、必
要となる財源を措置した上
で、「参酌すべき基準」に
見直すこと。

【支障事例】
児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面積
基準の設定など、自治体が主体的に決定することができない。中でも特に、
児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持するのは、土地の
確保が難しい都市部では問題がある。
乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運営
の大きな負担となっている施設がある。
都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内
に園庭を設けることが困難な地域がある。
【改正による効果】
地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合
理化を図ることができる。

就学前のこどもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律第13条第２項

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪
府、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

C　対応不可

子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が
最低限の基準を定めるべきであり、保育の質等に深刻な影響が生じ得るも
のについては「従うべき基準」として全国一律の基準としている。その理解の
下、既に地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）において、
以下のとおり結論が出ており、その後の特段の事情変更も認められない。な
お、「従うべき基準」を上回る基準については、現行でも設定することは可
能。これは、保育所に限らず、幼保連携型認定こども園についても同様であ
る。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）（抄）
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主
体は都道府県、指定都市、中核市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及
び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。
条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規
定、配置する職員の員数に関する基準に係る規定、居室の面積に関する基
準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権侵害の防止
等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係
る規定は、「標準」とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、
「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっては、東京等の一部の区域
に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準
に係る規定は、「標準」とする。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化等の観点から「従うべき基準」を廃
止し、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。

管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
全国町村会の意見

補足資料
制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項） 提案団体
意見回答区分

各府省からの第１次回答
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文部科学省からの第１次回答 全国町村会提出資料

162
地域子ども・子育て支援
事業における要件緩和

子ども・子育て支援新制
度のなかで「森のようちえ
ん」といった地域の特性を
活かした子育て支援事業
が実施できるように、子ど
も・子育て支援法第５９条
に定める「地域子ども・子
育て支援事業」において、
市町村の裁量で必要と考
える事業を組み込むこと
が出来るよう、対象要件を
緩和する。

森のようちえんとは、自然体験活動を基軸にした子育て・保育や乳幼児期教
育の総称で、国内でも広がりを見せているが、既存の保育所・幼稚園、さらに
は子ども・子育て支援新制度の枠組にない。
このため、市町村の子ども・子育て支援事業計画（法第６１条）において、広
がりつつある森のようちえんに入所する児童が計上されず、保護者のニーズ
等現状を踏まえた総合的な子ども・子育て支援のための計画にならないとい
う支障が生じる。
1950年代にデンマークで始まったもので、以後自然環境を活用した保育(幼
児教育)として世界に広がっており、北欧等では制度化も進み、公的補助や
専門指導者の養成プログラムも確立されている。
鳥取県と長野県の実施団体を実例対象に、「森のようちえん」における幼児
の発達について調査・分析したところ（鳥取大学へ委託）、身体性、精神性、
知性、社会性ともに好ましい発達が得られたとの結果が出ている。
これらを受けて、本県では、全国に先駆けて「森のようちえん」の運営費補助
等の支援を行うとともに、平成25年度から、官民協働で「森のようちえん認証
制度」について検討し、Ｈ27年4月からの創設を目指しているところ。
この「森のようちえん」を地域子ども・子育て支援事業のひとつとして確立する
ことになれば、都市部にはない、自然豊かな地域の特色を活かした子育て支
援として、移住定住の促進や地域の活性化につながる。

子ども子育て支援
法５９条、６１条（児
童福祉法第６条）

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

鳥取県、徳島
県

C　対応不可

「森のようちえん」といった地域の特性を活かした子育て支援事業について
も、現行の対象事業の要件を満たせば国庫補助の対象となる。

地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づいて対
象事業が限定されており、新たな事業の追加や要件緩和には法改正等が必
要である。

国庫が投入される地域子ども・子育て支援事業には、法令上位置づけられた
全国的に普及している事業が対象となっている。

「魅力あふれる『まちづくり、ひとづくり、しごとづくり』を進めることにより、人口
減少を克服し、元気で豊かな地方の創生に全力を挙げる」ことが、今内閣の
基本方針となっている。よって、基本方針の主旨を踏まえ、地方の先進的な
取り組みについても、法令上位置づけることも含め、積極的に検討願いた
い。

432

教育支援体制整備事業費
補助金（補習等のための
指導員等派遣事業）交付
要綱の変更

教育支援体制整備事業費
補助金（補習等のための
指導員等派遣事業）につ
いて、市町村も直接補助
の対象とする。

【支障事例】
国の「補習等のための指導員等派遣事業」において、市町村は直接補助対
象ではない。間接補助対象となっているが、県負担金が発生するため、事業
活用が難しい。
【制度改正の必要性】
当町では多人数学級校に、授業中、個別指導や担任教諭の補助を行う町独
自の「スクールケア・サポーター」を限られた予算で配置し、基礎学力や望ま
しい学習態度の定着を図っている。
　近年、特別支援学級以外でも、特別な支援が必要な児童生徒が増加傾向
にあることや学習内容の理解力不足が見られることからも、より多くの学習サ
ポーターの配置が必要である。

教育支援体制整備
事業費補助金（補
習等のための指導
員等派遣事業）交
付要綱

文部科学省 立山町 C　対応不可
補助金の補助事業者については、当該事業の予算額、事務執行体制等を総
合的に勘案し決定すべきものと考えており、全市町村を直接補助の対象とす
ることは、予算及び事務執行体制の観点から困難と考える。

全市町村を直接補助の対象とする事業は多くの省庁に存在することから、文
科省の回答には合理性がない。補助事業者に関しては、予算額や事務執行
体制等の観点からでなく、補助目的が効果的に達成されるかどうかを基準に
判断すべきではないか。

519
認定こども園における給
食の外部搬入の拡大

認定こども園の給食は、３
歳以上児への給食の提供
に限り外部搬入が認めら
れているが、３歳未満児に
ついても外部搬入を認め
ること。

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児へ
の給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入
する方法）が認められている。
幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満
児の受入れを検討しているが、自園調理（調理室の設置）がハードルとなり、
認定こども園化に踏み切れないという現状がある。
３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和
されれば、外部搬入に切り替えることにより、３歳未満児を受け入れる認定こ
ども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

就学前の子どもに
関する教育・保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律第３条第２項及
び第４項の規定に
基づき文部科学部
と厚生労働大臣と
が協議して定める
施設の設備及び運
営に関する基準

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

神奈川県 C　対応不可

平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認
事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価で
は、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が認められたこ
とから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回
の評価意見を踏まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等
を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏
まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平
成２８年度に改めて評価を行う」こととされた。
したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に
認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検討していくことが
必要。
また、公立保育所の場合は、自市町村の学校給食センター等により外部搬
入を行うことから、自市町村の施設・職員等による対応が可能であるのに対
し、私立保育所の場合は、公立保育所の場合のように自ら有する施設・職員
等ではなく、特にきめ細かな個別対応や配慮が必要となる３歳未満児につい
ては、搬入元と搬入先では公立保育所の場合以上に連携が必要となる。し
かし、公立保育所の場合であっても、搬入元と搬入先の連携が課題として明
らかになっている以上、私立保育所ではなおさら解決すべき課題が大きいこ
とから、現時点においては、特区での対応も困難である。
これは、３歳未満児を受け入れる認定こども園についても同様である。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃
止、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。

意見

各府省からの第１次回答

区分 回答

全国町村会の意見

補足資料
制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項） 提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
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意見

各府省からの第１次回答

区分 回答

全国町村会の意見

補足資料
制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項） 提案団体
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等

790

認定こども園における保
育室面積、食事の提供方
法、園舎及び園庭の位置
等に関する事項等、「従う
べき基準」とされている事
項の見直し

認定こども園における保
育室の面積、食事の提供
方法、園舎及び園庭の位
置等に関する事項等につ
いて、「従うべき基準」とさ
れているものについて、必
要となる財源を措置した
上で、「参酌すべき基準」
に見直すこと。

【支障事例】
児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面積
基準の設定など、自治体が主体的に決定することができない。中でも特に、
児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持するのは、土地の
確保が難しい都市部では問題がある。
乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運営
の大きな負担となっている施設がある。
都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内
に園庭を設けることが困難な地域がある。
【改正による効果】
地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合
理化を図ることができる。

就学前のこどもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律第13条第２項

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪
府、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

C　対応不可

子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が
最低限の基準を定めるべきであり、保育の質等に深刻な影響が生じ得るも
のについては「従うべき基準」として全国一律の基準としている。その理解の
下、既に地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）において、
以下のとおり結論が出ており、その後の特段の事情変更も認められない。な
お、「従うべき基準」を上回る基準については、現行でも設定することは可
能。これは、保育所に限らず、幼保連携型認定こども園についても同様であ
る。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）（抄）
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主
体は都道府県、指定都市、中核市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及
び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。
条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規
定、配置する職員の員数に関する基準に係る規定、居室の面積に関する基
準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権侵害の防止
等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係
る規定は、「標準」とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、
「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっては、東京等の一部の区域
に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に
係る規定は、「標準」とする。

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化等の観点から「従うべき基準」を廃
止し、又は標準もしくは参酌すべき基準への移行を検討すべきである。
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経済産業省からの第１次回答 全国町村会提出資料

366

工場立地法第４条の２の
緑地面積率等に係る地域
準則の条例制定権限の町
村への移譲

工場立地法第４条の２の
緑地面積率等に係る地域
準則の条例制定主体への
「町村」の追加を行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
工場立地法上の特定工場の新設等の届出に係る基準面積の条例制定につ
いては，工場立地法第４条の２第１項により都道府県が，第２項により基礎自
治体である政令指定都市，市は行うことが可能であるが，町村については，
法令上，権限がない。
市までは移譲済みであるところ，町村だけを除外する理由に乏しい。また町
村の判断による条件の緩和により企業誘致につながるメリットもある。
なお，工場立地法の規定により，緑地面積率等に係る地域準則の策定の事
務は，「都道府県の条例で定めることとされている事務」であるため，特例条
例による町村への移譲はできない（県の条例でのみ定めることができる事
務）。
【具体的支障事例】
本県では企業立地促進法の集積区域以外の区域や住宅地や学校のまわり
に工場立地法の特定工場が立地している町村もあり、企業立地促進法によ
る特例も適用できず、町村独自の企業誘致等の取組に支障がある状況であ
る。
【課題の解消策】
このため、工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制
定主体への「町村」の追加を求める。

工場立地法第４条
の２

経済産業省 広島県 C　対応不可

工場立地法の権限移譲については、平成２２年に閣議決定された「地域主権
戦略大綱」に基づく「地域の自主性及び自立政を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律」（２次一括法）において、市まで権
限を移譲する改正を行ってきたところである。「町村」については、行政規模、
行政コスト、行政効率等の観点から、工場立地法上、権限を移譲することは
適切ではなく、従って、本提案について対応することはできない。

地域の特性を活かし、工場の立地等産業の振興に取り組む町村において
は、市と遜色のない組織体制を敷くことから、必ずしも行政規模等の観点か
ら、町村に権限を移譲することは適切でないとする考え方は、合理性がない。
地方創生が内閣の最重要課題となっていることからも、希望する町村に権限
を移譲し、地域の実情にあわせた独自の企業立地施策を展開し、雇用確保
が図れるよう前向きに検討すべきである。

715

工場立地法第４条の２の
緑地面積率等に係る地域
準則の条例制定権限の希
望町村への移譲

工場立地法に規定する緑
地面積率等の規制緩和に
関する地域準則の制定権
限を、都道府県から希望
する町村に移譲する。

【支障事例】当町に唯一存在する工業団地「新潟東港工業地帯」は概ね分譲
済みであり、隣接地に事業用地を求めることが困難な状況。今後同工業団地
において更なる事業拡大を望む特定工場に対する行政側の支援策として
は、緑地面積率の緩和による支援が考えられるが、工場立地法の地域準則
制定に係る事務権限は都道府県が有しているため、町村における準則制定
はできない。
緑地面積率については、企業立地促進法第10 条の規定により特例措置を
実施する手法もあるが、同法の実施要領においては、第10 条に規定する工
場立地法の特例措置が実施された場合、相当程度の効果が見込まれるもの
とされている。しかし、今後同工業団地の拡張計画はないため、今後見込ま
れる投資は、既立地企業の同一敷地内での事業拡大に伴う設備投資が主と
なることが想定でき、相当程度の企業立地や雇用拡大を伴うものではないと
考える。以上のことから、同工業団地を企業立地基本計画上の重点促進区
域に指定し、緑地面積率の緩和を図ることは不適当であると考える。
【制度の必要性】今後の産業振興・企業立地支援施策として工場立地法の緑
地面積率等に関する特例を実施する際は、企業立地促進法よりも、環境保
全を図りつつ適正に工場立地が行われるようにすることを目的とする工場立
地法の主旨のもと、工場立地法における地域準則の制定による特例措置を
行うことが適当と考える。
また、移譲が実現した際には、環境保全を図りつつ周囲の環境と調和の取れ
る範囲で積極的な企業支援施策を図ることで、より地域の自主性を発揮する
ことができる。

工場立地法第4条
の2

別紙あり 経済産業省 聖籠町 C　対応不可

工場立地法の権限移譲については、平成２２年に閣議決定された「地域主権
戦略大綱」に基づく「地域の自主性及び自立政を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律」（２次一括法）において、市まで権
限を移譲する改正を行ってきたところである。「町村」については、行政規模、
行政コスト、行政効率等の観点から、工場立地法上、権限を移譲することは
適切ではなく、従って、本提案について対応することはできない。

地域の特性を活かし、工場の立地等産業の振興に取り組む町村において
は、市と遜色のない組織体制を敷くことから、必ずしも行政規模等の観点か
ら、町村に権限を移譲することは適切でないとする考え方は、合理性がない。
地方創生が内閣の最重要課題となっていることからも、希望する町村に権限
を移譲し、地域の実情にあわせた独自の企業立地施策を展開し、雇用確保
が図れるよう前向きに検討すべきである。併せて、緑地等の面積規制につい
ても緩和を図るべきである。

963

工場立地法第４条の２の
緑地面積率等に係る地域
準則の条例制定権限の町
村への移譲

工場立地法第４条の２の
緑地面積率等に係る地域
準則の条例制定主体への
「町村」の追加を行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
工場立地法上の特定工場の新設等の届出に係る基準面積の条例制定につ
いては，工場立地法第４条の２第１項により都道府県が，第２項により基礎自
治体である政令指定都市，市は行うことが可能であるが，町村については，
法令上，権限がない。
市までは移譲済みであるところ，町村だけを除外する理由に乏しい。また町
村の判断による条件の緩和により企業誘致につながるメリットもある。
なお，工場立地法の規定により，緑地面積率等に係る地域準則の策定の事
務は，「都道府県の条例で定めることとされている事務」であるため，特例条
例による町村への移譲はできない（県の条例でのみ定めることができる事
務）。
【具体的支障事例】
本県では企業立地促進法の集積区域以外の区域や住宅地や学校のまわり
に工場立地法の特定工場が立地している町村もあり、企業立地促進法によ
る特例も適用できず、町村独自の企業誘致等の取組に支障がある状況であ
る。
【課題の解消策】
このため、工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制
定主体への「町村」の追加を求める。

工場立地法第４条
の２

経済産業省
中国地方知
事会

C　対応不可

工場立地法の権限移譲については、平成２２年に閣議決定された「地域主権
戦略大綱」に基づく「地域の自主性及び自立政を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律」（２次一括法）において、市まで権
限を移譲する改正を行ってきたところである。「町村」については、行政規模、
行政コスト、行政効率等の観点から、工場立地法上、権限を移譲することは
適切ではなく、従って、本提案について対応することはできない。

地域の特性を活かし、工場の立地等産業の振興に取り組む町村において
は、市と遜色のない組織体制を敷くことから、必ずしも行政規模等の観点か
ら、町村に権限を移譲することは適切でないとする考え方は、合理性がない。
地方創生が内閣の最重要課題となっていることからも、希望する町村に権限
を移譲し、地域の実情にあわせた独自の企業立地施策を展開し、雇用確保
が図れるよう前向きに検討すべきである。

意見
管理番

号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項） 提案団体
各府省からの第１次回答

区分 回答

全国町村会の意見

補足資料
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